
無
相
文
雄
の
『
金
剛
賓
戒
章
眞
偏
辮
」
に
つ
い
て

峰
　
　
島

旭
　
　
雄
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本
論
題
に
い
う
無
相
文
雄
の
『
金
剛
賓
戒
章
眞
僑
辮
」
は
法
然
上
人
作
と
称
せ
ら
れ
る
『
金
剛
賓
戒
章
』
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
を
弁
じ

た
一
書
で
あ
る
。
法
然
は
い
ま
更
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
鎌
倉
仏
教
の
み
な
ら
ず
目
本
仏
教
に
新
紀
元
を
劃
し
た
俸
大
な
る
開
宗

考
・
宗
教
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
述
作
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
真
と
さ
れ
る
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
偽
と
さ
れ
る
も
の
も
多
数
に
の

ぽ
っ
て
い
る
。
明
治
四
十
五
年
、
法
然
上
人
七
百
回
忌
を
迎
え
る
に
先
立
ち
、
浄
土
宗
の
碩
学
、
故
望
月
信
亨
博
士
は
、
総
計
百
十
一
篇

に
の
ぽ
る
教
書
・
法
語
・
消
息
等
を
蒐
集
収
録
し
て
『
法
然
上
人
全
集
』
一
巻
を
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
然
滅
後
六
十
二
年
目
こ
あ

た
る
文
永
十
一
年
に
道
光
が
二
十
有
余
年
の
蒐
集
に
か
か
る
『
漢
語
燈
録
」
な
ら
び
に
『
和
語
燈
録
』
を
世
に
出
し
て
以
来
の
大
事
業
で

あ
っ
た
。
　
「
此
れ
を
以
て
當
時
散
見
し
得
た
責
料
は
除
す
所
な
く
蒐
集
出
來
た
課
」
で
あ
り
、
「
實
に
文
永
十
一
年
以
後
六
百
三
十
有
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
〕

年
、
元
租
滅
後
正
に
六
百
九
十
四
年
の
歳
月
を
閣
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ふ
た
た
び
今
日
、
昭
和
三
十
六
年
に
七
百
五
十

回
忌
の
御
遠
忌
を
迎
え
る
に
先
立
ち
、
お
な
じ
く
浄
土
宗
の
碩
学
石
井
教
道
博
士
は
、
俊
英
大
橋
俊
雄
氏
の
協
力
を
得
て
、
望
月
博
士
の

『
法
然
上
人
全
集
』
に
則
り
つ
つ
、
し
か
も
い
く
つ
か
の
新
機
軸
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
以
後
の
発
見
蒐
集
に
か
か
る
新
資
料
を
も
併
せ

て
、
一
千
二
百
余
頁
に
わ
た
る
一
潔
法
然
上
人
全
集
』
一
以
下
蚕
一
と
霧
す
る
一
を
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
望
月
博
士
の
お

こ
な
っ
た
分
類
に
準
拠
し
、
H
教
書
篇
十
七
篇
、
⇔
法
語
類
篇
三
士
二
篇
五
十
六
文
、
臼
消
息
篇
二
十
六
篇
三
十
一
文
、
倒
対
話
篇
五
十

18フ
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篇
七
十
九
文
、
㈲
俸
語
篇
二
十
三
篇
百
十
五
文
、
㈹
制
誠
篇
八
篇
十
文
、
㈲
雑
篇
二
十
六
篇
三
十
六
文
、
㈹
偉
法
然
書
篇
八
十
六
篇
か
ら

な
る
。
と
こ
ろ
で
石
井
博
士
は
、
望
月
博
士
の
全
集
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
屋
上
屋
を
架
し
て
こ
の
『
全
集
』
を
刊
行
し
た
理
由
を

顧
み
、
「
序
」
に
お
い
て
そ
の
五
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
H
現
在
の
研
究
よ
り
し
て
書
誌
学
的
考
察
を
加
え
、
材
料
を
整
理

し
た
こ
と
、
θ
思
想
史
的
に
編
輯
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
、
目
諸
種
の
材
料
を
公
平
に
取
り
扱
っ
た
こ
と
、
㈲
新
し
い
材
料
を
載
録
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
）

こ
と
、
㈲
従
来
偽
書
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
で
き
る
だ
げ
収
載
し
た
こ
と
、
で
あ
到
。
本
論
孜
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
と
り
わ
げ
第

五
の
理
由
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
詳
し
く
は
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
従
來
偏
書
と
云
へ
ぼ
、
一
般
に
無
債
値
な
も
の
と
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
少
く
と
も
源
室
の
名
の
下
に
世
に
胎
り
出
さ
ね
ぼ
な
ら
な
か
っ
た
時
代
と
場
と
を
考
へ
て
見
る
時
、
そ
の
偏
書
は
可
成
り

に
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
ゐ
る
事
が
、
窺
ひ
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
せ
ば
聖
問
が
『
源
空
作
建
暦
法
語
」
の
指
示
に
依
り
、
碩
義
三
十

巻
を
選
述
し
て
新
浄
土
宗
義
を
建
立
し
、
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
學
界
を
風
膵
し
た
如
き
、
叉
、
念
佛
算
、
念
佛
占
等
ト
笠
に
至

る
ま
で
鷹
用
し
て
民
間
信
仰
を
導
か
ん
と
し
た
努
力
も
買
は
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
功
罪
相
牛
す
る
か
は
知
ら
ぬ
が
、
道
縛
が
金
を
與
へ
て
念

佛
を
申
さ
し
め
た
と
言
ふ
方
便
も
あ
れ
ぼ
、
後
世
研
究
者
の
好
材
料
と
な
れ
ぼ
幸
甚
で
あ
り
、
其
の
他
秘
事
法
門
の
如
き
に
も
入
り
こ
ん

ぱ
ゐ
る
如
き
、
日
本
民
間
思
想
史
上
の
法
然
上
人
を
知
る
上
に
唯
一
の
責
料
で
あ
ら
う
事
を
思
ふ
て
、
吾
人
の
眼
幅
の
許
す
限
り
牧
載
し

修た
。
」
す
な
わ
ち
石
井
博
士
は
、
従
来
偽
書
と
称
せ
ら
。
れ
て
い
た
も
の
を
無
下
に
し
り
ぞ
げ
ず
、
そ
の
価
値
を
新
し
い
観
点
か
ら
再
評
価

し
よ
う
と
志
し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
『
金
剛
賓
戒
章
』
は
、
右
の
ご
と
く
「
眼
幅
の

許
す
限
り
牧
載
」
を
心
が
け
た
『
全
集
」
第
八
の
俸
法
然
書
篇
（
い
わ
ゆ
る
偽
書
篇
）
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
や
は
り

「
少
く
と
も
源
空
の
名
の
下
に
世
に
胎
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
書
た
る
意
義
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
真
偽
如
何
は
文
雄
が
『

金
剛
賓
戒
章
眞
僑
辮
』
（
以
下
『
眞
僑
辮
』
と
路
称
す
る
）
に
お
い
て
具
さ
に
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
論
述

し
、
か
つ
若
干
の
間
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。
た
だ
し
か
し
、
小
論
に
お
い
て
論
述
し
う
る
か
ぎ
り
で
は
十
全
の
成
果

782



は
期
待
さ
れ
え
ず
、
な
お
諭
及
す
べ
き
諸
種
の
間
題
点
が
残
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
に
倹
た
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
㌧
」
と
を
あ
ら
か

じ
め
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

121

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ

　
ま
ず
『
員
偏
辮
』
の
著
考
た
る
無
相
文
雄
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
績
目
本
高
借
俸
』
第
四
そ
の
他
に
よ
る
と
、
文
雄
は
丹
波
国
桑
田

郡
濃
野
村
の
出
身
で
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
年
）
生
ま
れ
。
俗
姓
は
中
西
氏
、
別
名
を
僧
酪
、
無
相
と
号
し
た
。
宝
暦
十
三
年
（
一

七
六
三
年
）
六
十
四
歳
で
入
寂
し
て
い
る
。
文
雄
の
法
弟
文
竜
の
『
無
相
上
人
俸
略
』
に
法
騰
五
十
一
と
あ
り
、
　
『
綾
高
樽
俸
』
に
坐
夏

四
十
九
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
基
に
し
て
逆
算
す
れ
ぼ
、
十
四
歳
か
ま
た
は
十
六
歳
の
と
き
玉
泉
寺
の
鏡
誉
上
人
に
つ
い
て
剃
髪
し
た
こ

と
に
な
る
。
つ
い
で
京
都
に
上
り
、
了
蓮
寺
誓
誉
上
人
に
師
事
し
、
さ
ら
に
二
十
歳
前
後
に
は
江
戸
に
赴
き
、
伝
通
院
の
学
舎
に
あ
っ
て

内
外
の
典
籍
を
渉
猟
し
た
。
太
宰
春
台
に
つ
い
て
学
び
、
シ
ナ
音
学
、
と
く
に
唐
音
を
学
ん
だ
。
京
都
に
も
ど
っ
て
か
ら
は
十
年
余
さ
ら

に
研
鑑
を
加
え
、
音
韻
学
の
方
面
で
名
古
同
い
『
磨
光
韻
鏡
』
を
著
わ
し
、
名
声
大
い
に
高
ま
り
、
そ
の
門
に
は
教
え
を
乞
う
人
び
と
が
群

集
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
文
雄
が
徳
川
時
代
の
宗
学
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
る
と
、
大
島
泰
信
氏
は
、
徳
川
時
代
大

成
期
に
お
げ
る
専
門
的
研
究
の
中
期
を
宗
乗
・
史
伝
・
余
乗
・
雑
部
に
分
げ
、
そ
の
雑
部
に
文
雄
を
ぞ
く
さ
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

貞
享
．
元
禄
以
後
の
約
百
年
問
は
比
較
的
多
く
の
専
門
学
者
が
輩
出
し
た
時
代
で
あ
っ
て
、
宗
乗
に
は
「
京
都
に
は
忍
激
・
湛
澄
・
懐

晋
．
義
山
．
盤
察
．
賓
洲
．
大
我
」
等
が
お
り
、
「
關
東
に
は
観
徹
・
鷲
宿
・
義
海
・
貞
極
・
大
玄
」
等
が
お
り
、
「
史
俸
に
は
心
阿
・
忍

激
．
義
山
．
鷲
宿
・
珂
然
」
等
が
あ
り
、
「
饒
乗
に
は
湛
慧
・
徳
門
・
問
鑑
」
あ
り
、
「
雑
部
に
は
義
海
・
文
雄
・
慧
頓
」
等
あ
り
、
「
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
〕

川
幕
府
三
百
年
問
に
お
け
る
本
宗
宗
學
の
盛
観
を
呈
せ
り
」
と
い
う
の
で
あ
引
。

　
文
竜
の
『
無
相
上
人
偉
略
」
は
、
文
雄
一
代
の
業
績
と
し
て
　
H
韻
学
　
θ
天
文
学
　
嘗
宗
学
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
・
」
の
中
で

783



221

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
や
は
り
第
一
の
韻
学
で
あ
ろ
う
。
新
村
出
博
士
は
音
韻
学
者
と
し
て
の
文
雄
に
つ
い
て
論
じ
、
次
の
ご
と

く
い
っ
て
い
る
。
　
「
漢
字
晋
の
學
を
修
め
、
『
韻
鏡
』
の
研
鏡
に
從
ふ
者
で
『
磨
光
韻
鏡
』
を
知
ら
な
い
も
の
は
た
か
ら
う
。
韻
學
史
か

ら
ぼ
か
り
で
た
く
、
國
語
學
史
か
ら
見
て
も
、
叉
本
邦
に
於
け
る
支
那
語
史
か
ら
云
っ
て
も
、
『
磨
光
韻
鏡
』
は
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
名
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
〕

と
い
は
な
け
れ
ぼ
た
ら
ぬ
。
」
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
っ
と
も
重
視
す
べ
き
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
第
三
の
宗
学
で
あ
る
が
、

新
村
博
士
の
場
合
に
は
も
っ
ぱ
ら
音
韻
学
者
と
し
て
の
文
雄
を
問
題
と
さ
れ
た
の
で
、
文
雄
の
宗
学
関
係
の
業
績
・
著
書
に
つ
い
て
は
深

く
触
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
博
士
は
文
雄
の
著
書
に
つ
い
て
、
文
竜
の
『
無
相
上
人
俸
略
』
に
「
所
撰
述
五
十
余
部
」
と
あ
る
げ
れ

ど
も
、
「
予
が
見
聞
し
た
の
は
以
上
述
べ
た
二
十
二
部
丈
」
で
、
「
今
予
が
上
に
掲
げ
た
以
外
の
も
の
は
、
今
日
げ
」
存
在
し
て
伝
は
っ
て
居

る
の
か
或
は
散
逸
し
て
仕
舞
っ
た
の
か
明
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
由
来
有
名
た
る
学
者
の
著
述
で
か
二
る
こ
と
は
、
其
の
例
に
乏
し
く
な

い
。
こ
れ
は
学
界
の
為
に
慨
歎
す
べ
き
極
で
は
な
い
か
。
文
雄
の
著
述
も
亦
こ
の
一
例
で
あ
る
の
は
、
誠
に
悲
し
む
べ
き
事
で
あ
る
」
と

慨
歎
L
、
と
り
わ
け
宗
学
関
係
の
著
書
と
し
て
、

捜
玄
抄
綱
要
　
二
巻

　
蓮
　
門
學
則
　
　
一
巻

　
舎
利
功
徳
抄
　
　
一
巻

　
金
剛
賓
戒
眞
僑
辮
　
　
一
巻

　
浄
土
源
流
章
索
隠
　
　
一
巻

念
西
課
間
巻
数
未
詳
一
蛛
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

と
出
し
、
『
念
西
課
問
』
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
『
眞
僑
辮
』
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

士
は
そ
の
「
附
言
」
に
お
い
て
、
文
雄
に
か
ん
す
る
こ
れ
ら
の
論
文
は
博
士
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遊
学
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
新
村
博

掃
朝
後
京
都

フ8壬
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大
学
に
職
を
奉
じ
、
文
雄
の
在
り
し
了
蓮
寺
の
住
職
伊
藤
祐
晃
上
人
を
識
り
、
文
雄
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
示
を
受
け
た
こ
と
を
記

し
、
そ
の
後
寓
目
す
る
に
い
た
っ
た
文
雄
の
著
書
と
し
て
写
本
『
非
出
定
後
語
』
な
ら
び
に
刊
本
『
專
薙
甑
陶
篇
』
の
名
を
挙
げ
て
い
ら

れ
る
。
こ
れ
よ
り
察
す
る
に
、
新
村
博
士
は
伊
藤
袷
晃
上
人
と
の
交
わ
り
か
ら
、
了
蓮
寺
に
お
い
て
文
雄
の
『
員
僑
辮
』
を
披
見
｝
」
及
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
〕

だ
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
橋
俊
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
か
っ
て
開
催
さ
れ
た
文
雄
顕
彰
展
に
お
い
て

も
『
眞
偽
辮
』
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
測
も
ま
た
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
い
え

な
い
。

　
望
月
信
亨
博
士
も
大
著
『
浄
土
教
之
研
究
」
の
中
で
『
眞
僑
辮
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
法
然
上
人
の
著
作
法
語
拉

に
其
の
眞
爲
」
と
題
す
る
論
文
（
明
治
三
十
九
年
六
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
前
述
の
望
月
博
士
編
『
法
然
上
人
全
集
』
の
敗

と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
全
集
の
附
録
の
一
つ
で
あ
る
真
偽
未
詳
の
書
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
金
剛
賓
戒
章
』

に
つ
い
て
は
、
「
金
剛
費
戒
章
三
巻
は
元
禄
十
年
之
を
印
行
し
て
現
に
世
に
在
り
。
　
一
巻
は
訓
授
章
、
一
巻
は
澤
義
章
、
一
巻
は
秘
訣
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

な
り
。
然
る
に
此
書
は
真
偽
古
来
其
説
紛
々
た
り
」
と
い
い
、
『
眞
儒
辮
』
に
つ
い
て
ぼ
「
文
雄
の
論
は
今
之
を
見
ず
」
と
述
べ
て
、
『
員

僑
辮
』
が
や
は
り
未
見
の
書
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
し
か
る
に
、
小
島
章
見
氏
は
つ
と
に
養
鶴
徹
定
の
研
究
な
ら
び
に
そ
の
著
書
の
蒐
集
に
あ
た
っ
て
き
た
が
、
お
な
じ
く
文
雄
に
つ
い
て

も
た
え
ず
未
見
の
書
を
探
索
し
、
新
村
、
望
月
両
博
士
が
未
見
の
書
と
し
、
あ
る
い
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
眞
僑
辮
』
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

写
本
一
巻
を
入
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
小
島
氏
は
そ
の
論
孜
「
蓮
門
教
學
除
韻
考
」
の
中
で
『
金
剛
賓
戒
章
」
な
ら
び
に
『
眞
僑
辮
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
い
て
触
れ
、
と
り
わ
け
『
眞
偏
辮
』
に
つ
い
て
は
文
雄
の
真
蹟
が
関
西
来
迎
寺
に
あ
り
、
そ
の
成
立
は
宝
暦
四
年
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
未
見
の
『
眞
偏
辮
』
の
書
写
本
の
発
見
そ
れ
自
体
が
大
い
な
る
業
績
で
あ
る
が
、
小
島
氏
が
さ
ら
に
そ
の
所
在
な
ら
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

成
立
年
代
に
ま
で
触
れ
え
た
所
以
は
、
前
述
の
ご
と
き
長
年
に
わ
た
る
氏
の
徹
定
上
人
の
諸
著
蒐
集
に
あ
る
。
と
く
に
氏
の
蒐
集
し
た
徹

785
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定
上
人
の
考
証
学
的
著
書
の
中
に
闘
山
所
蔵
『
古
本
捜
索
録
』
二
巻
（
嘉
永
四
年
、
稿
本
、
了
従
同
輯
）
が
あ
り
、
そ
の
下
巻
梵
網
戒
疏

部
に
、
　
「
徹
定
寮
、
金
剛
賓
戒
章
三
巻
、
傭
蓬
爾
版
、
吉
水
大
師
作
」
と
あ
る
の
に
つ
づ
い
て
、
「
來
迎
寺
、
　
同
眞
僑
辮
一
巻
、
文
雄

真
蹟
、
賓
暦
四
甲
戊
騰
月
念
六
夜
書
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
雄
に
は
、
覚
明
房
長
西
撰
の
『
浄
土
依
愚
経
章
疏
目
録
』
　
　
浄
土
教

書
籍
目
録
と
し
て
は
最
初
の
も
の
1
を
増
補
し
た
『
蓮
門
類
聚
経
籍
録
』
二
巻
が
あ
る
。
徹
定
上
人
は
こ
れ
を
さ
ら
に
補
正
し
、
文
久

二
年
に
刊
行
L
た
が
、
こ
の
徹
定
補
『
蓮
門
類
聚
経
籍
録
」
下
巻
に
、
「
金
剛
賓
戒
章
二
巻
、
吉
水
大
師
、
又
有
二
偏
造
一
巻
一
京
兆
文
雄

具
辮
。
之
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
望
月
博
士
は
じ
め
文
雄
の
『
員
偏
辮
』
を
求
め
、
あ
る
い
は
そ
の
弁
述
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
が
、

小
島
氏
は
前
述
の
ご
と
く
『
眞
僑
辮
」
を
入
手
す
る
と
と
も
に
、
徹
定
上
人
の
『
古
本
捜
索
録
』
を
も
入
手
し
て
、
　
『
眞
偏
辮
』
の
所
在

な
ら
び
に
成
立
年
次
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。
氏
は
今
回
、
論
者
に
こ
の
書
写
本
『
眞
偏
辮
』
の
披
見
と
考
究
と
を
許
し
た
の
で
、
そ
れ

を
基
と
し
、
以
下
に
お
い
て
そ
の
内
容
な
ら
び
に
若
干
の
問
題
点
を
論
述
す
る
次
第
で
あ
る
。

786

　
最
初
に
『
眞
偏
辮
』
の
題
名
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
望
月
仏
教
大
辞
典
、
新
村
出
選
集
そ
の
他
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
書
は
単

に
『
金
剛
賓
戒
眞
僑
辮
』
と
な
っ
て
お
り
、
『
金
剛
賓
戒
章
眞
僑
辮
』
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
「
章
」
一
字
の
有
無
は
一
見
た
い
し
た
問
題

で
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
が
、
じ
つ
は
、
そ
れ
は
『
眞
偏
辮
』
そ
の
も
の
の
中
で
と
く
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
重
要
な
問
題
点
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
後
に
論
ず
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
題
名
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で
い
え
ぼ
、
小
島
氏
発
見
の
書
写

本
－
来
迎
寺
蔵
の
文
雄
真
蹟
の
書
写
と
も
推
測
さ
れ
る
－
に
「
章
」
の
一
字
が
入
つ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
し
ぼ
ら
く
『
金
剛
賓
戒

章
眞
僑
辮
』
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
以
下
の
論
述
で
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
た
ん
に
『
眞
偏
辮
』
と
略
称
す
る
。

　
『
全
集
』
（
一
〇
ニ
ハ
ー
一
〇
五
八
頁
）
に
よ
れ
ぽ
、
『
金
剛
賓
戒
章
』
は
H
金
剛
賓
戒
訓
授
章
、
θ
金
剛
賓
戒
澤
義
章
、
β
金
剛
賓
戒

秘
決
章
の
三
都
か
ら
な
る
。
第
一
訓
授
章
は
金
剛
賓
戒
授
受
の
法
式
を
説
き
、
H
開
導
、
⇔
三
帰
、
嘗
講
師
、
㈲
徴
悔
、
㈲
発
心
、
㈹
間
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遮
・
寝
戒
・
㈹
説
明
・
㈹
現
相
、
霧
相
、
農
願
、
葛
持
に
分
か
れ
る
一
裏
わ
ち
、
士
裏
讐
内
容
と
、
て
い
る
一
。
第
二
澤

義
章
は
人
黍
・
小
黍
・
権
大
霧
、
円
実
性
戒
の
意
義
蓋
べ
、
第
三
秘
決
章
は
、
幸
西
、
証
空
、
信
空
、
源
智
、
行
空
、
寂
西
、

隆
寛
、
聖
覚
の
八
名
の
弟
子
が
問
い
法
然
が
こ
れ
に
答
え
る
間
答
形
式
に
よ
つ
て
、
金
剛
賓
戒
の
奥
義
を
述
べ
て
い
る
。

『
金
剛
簑
章
」
の
現
存
の
刊
本
に
っ
い
て
；
一
す
る
と
、
訓
援
章
に
は
栗
十
年
孟
春
刊
行
本
、
元
禄
十
年
刊
行
本
一
『
全
集
』
校

合
㊥
一
・
が
書
・
嚢
章
に
は
滋
賀
県
坂
本
来
迎
寺
蔵
享
禄
二
年
崖
威
書
写
本
、
金
沢
文
庫
所
蔵
鎌
倉
募
本
一
『
全
集
』
校
合
㊥
一
、

寛
永
士
年
刊
行
本
一
同
②
一
、
元
禄
十
年
刊
行
本
一
同
㊧
一
が
あ
り
、
秘
決
章
に
は
喉
十
年
孟
春
刊
行
本
、
元
禄
十
年
刊
行
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
『
全
集
』
校
合
㊥
一
・
金
沢
文
庫
所
蔵
鎌
倉
古
抄
本
金
剛
嚢
抄
一
同
②
、
残
欠
一
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
眞
僑
辮
』
引
用
の
『
金

剛
賓
戒
章
』
の
本
文
は
こ
れ
ら
諸
本
の
喜
い
ず
れ
に
依
一
て
い
る
か
が
間
題
で
あ
る
。
一
眞
霧
一
の
葦
妻
附
し
た
と
お
圭
れ

る
返
り
点
・
送
り
仮
名
等
に
は
若
干
の
誤
り
が
書
、
ま
た
明
ら
か
に
字
句
の
誤
写
と
お
圭
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な

誤
字
・
脱
字
・
添
加
等
の
可
能
性
が
、
一
眞
嚢
一
が
諸
本
中
い
ず
註
依
つ
て
い
る
か
の
判
定
を
や
や
困
難
奮
。
め
て
い
る
。
し
か

し
奈
ら
・
個
々
の
萎
詳
細
に
彼
此
対
校
し
て
み
れ
ば
、
芸
ず
か
ら
馨
は
得
ら
れ
重
の
と
竜
わ
れ
る
。
次
に
、
『
眞
僑
辮
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
本
文
と
、
　
『
全
集
』
所
収
の
諸
本
の
対
応
す
る
文
と
を
、
若
干
対
比
校
合
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
訓
援
章
中
、
第
十
説
相
に
お
い
て
酷
酒
戒
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
五
若
佛
子
・
自
酷
一
酒
・
夢
人
騨
酒
、
酷
酒
因
酷
酒
業
酷
酒
竃
酒
縁
、
一
切
酒
チ
得
一
故
聖
是
酒
夢
罪
因
縁
。
一
『
全
萎

　
　
一
〇
二
八
頁
〕
　
（
①
㊥
縁
　
②
㊥
業
　
③
『
眞
僑
辮
』
轡
司
二
酒
起
罪
因
縁
刊
）

　
と
あ
り
、
ま
た
次
の
ご
と
き
例
も
あ
る
。

　
　
大
士
躰
與
一
人
藁
蜘
一
無
墨
飲
一
人
非
一
菩
薩
行
三
・
二
九
一
一
①
一
眞
僑
辮
一
貿
以
一
無
明
蓼
人
非
一
菩
豊
一

　
次
に
釈
義
章
で
は
、
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餌
二
改
佛
之
説
一
者
作
二
八
相
成
道
之
思
↓
聞
二
説
法
之
名
一
者
作
二
舌
根
韓
昌
之
覧
刈
是
則
穫
致
有
相
之
學
者
敷
。
〔
一
〇
四
〇
〕

　
と
あ
る
が
、
　
『
員
偏
辮
』
で
は
、

　
　
明
聞
二
成
佛
之
説
一
作
二
八
相
成
道
之
御
↓
刃
聞
二
説
法
之
名
↓
作
二
舌
根
轄
唱
之
覧
↓
是
則
穫
教
有
相
之
學
者
歎
。

　
と
あ
り
、
「
肝
」
や
「
叉
」
の
添
加
、
「
思
」
が
「
想
」
と
な
つ
て
い
る
こ
と
、
「
者
」
の
脱
落
な
ど
に
お
い
て
㊧
と
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
、
わ
ず
か
な
点
で
㊧
と
異
な
る
箇
所
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
右
の
文
に
つ
づ
い
て
、

　
　
愚
療
而
成
二
戒
師
一
成
二
唱
導
師
一
者
皆
是
三
途
黒
闇
之
師
也
。

　
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
㊧
で
は
亦
成
二
唱
導
師
一
と
な
つ
て
い
る
が
、
　
『
員
偏
辮
』
で
は
然
ら
ず
、
ま
た
㊧
で
は
「
成
」
は
そ
の
ま
ま
で
あ

る
が
、
　
『
眞
偽
辮
』
で
は
爲
二
戒
師
一
と
た
つ
て
い
る
点
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
つ
と
も
｝
」
れ
ら
は
些
細
な
点
で
あ
る
か
ら
、
『
眞
偏
辮
』

を
著
わ
し
た
文
雄
が
引
用
に
さ
い
し
て
改
憲
あ
る
い
は
誤
写
し
た
か
、
あ
る
い
は
『
眞
偽
辮
』
の
書
写
者
が
筆
写
に
さ
い
し
て
写
し
ま
ち

が
え
た
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
第
三
秘
決
章
で
は
「
行
室
間
日
」
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
大
乗
之
意
考
不
レ
然
。
濫
行
者
愚
凝
也
。
以
二
愚
凝
一
爲
二
不
浄
之
根
本
刊
尋
二
諾
不
浄
一
無
下
遇
二
於
愚
凝
一
不
浄
加
於
二
智
者
一
以
二
婬
欲

　
　
　
　
③
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
酒
肉
刈
更
不
レ
爲
二
不
浄
↓
諸
道
之
中
以
二
智
慧
一
爲
二
清
浄
之
本
一
故
也
。
〔
一
〇
五
一
〕
（
㊥
な
ら
び
に
『
眞
偏
辮
』
9
言
二
濫
行
一
者
愚

　
　
療
也
。
②
若
於
二
智
者
一
以
二
婬
酒
肉
辛
吋
③
「
更
」
脱
落
）

　
な
ど
の
例
が
あ
る
。

　
以
上
は
二
、
三
の
校
合
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訓
授
章
に
お
け
る
㊥
、
釈
義
章
｝
」
お

け
る
㊧
、
秘
決
章
に
お
け
る
㊥
は
、
い
ず
れ
も
元
禄
十
年
刊
行
本
で
あ
る
か
ら
、
　
『
員
偏
辮
』
の
著
老
文
雄
（
元
禄
十
二
年
生
ま
れ
）
は

こ
の
元
禄
十
年
刊
行
本
に
依
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
ご
と
く
、
若
干
の
点
で
そ
の
よ
う
に
断

788



定
し
え
な
い
相
違
も
見
出
せ
る
か
ら
、
決
定
的
な
結
論
は
下
せ
な
い
。
文
雄
は
『
眞
僑
辮
』
の
終
り
近
く
で
、
聖
問
も
ま
た
学
士
全
長
が

「
改
正
新
刊
」
し
た
元
禄
十
年
刊
行
本
の
元
本
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
私
按
問
師
所
覧
疑
有
二
異
本
一
歎
」

と
も
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
雄
の
時
代
に
、
前
掲
の
諸
本
と
も
異
た
り
、
元
禄
十
年
刊
行
本
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
異
本
の
存

在
し
た
こ
と
も
推
定
し
う
る
可
能
性
が
生
じ
、
　
『
眞
偏
辮
」
引
用
の
本
文
が
、
そ
の
よ
う
な
異
本
に
依
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
も
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
L
か
し
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
一
応
の
推
測
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
次
に
『
眞
僑
辮
』
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
文
雄
は
ま
ず
努
頭
で
「
古
今
辮
二
員
僑
一
者
紛
転
異
解
」
と
い
い
な
が

ら
も
・
こ
の
書
は
法
然
述
で
は
な
い
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
文
鮮
邸
拙
、
義
旨
誼
謬
」
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
偽
書
な
る

こ
と
の
弁
述
は
　
H
「
総
じ
て
辮
ず
」
、
θ
「
別
し
て
章
の
文
に
就
い
て
辮
ず
」
、
目
「
後
に
之
を
信
ず
る
人
に
就
い
て
擁
ず
」
の
三
段
階

か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
H
の
「
纏
じ
て
辮
ず
」
に
お
い
て
は
、
『
勅
修
御
俸
』
第
四
十
六
巻
に
載
っ
て
い
る
、
鎮
西
上
人
弁
長
が
鎮
西
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
使
者
を

送
り
法
然
に
疑
義
を
た
だ
し
た
話
を
引
証
し
て
い
る
（
井
川
定
慶
篇
『
法
然
上
人
俸
全
集
」
1
以
下
『
偉
全
集
』
と
路
構
す
る
！
二
九

七
－
二
九
八
頁
）
。
い
ま
『
眞
僑
辮
』
の
本
文
と
『
俸
全
集
」
所
収
の
も
の
と
を
対
比
的
に
掲
げ
れ
ぽ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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『
眞
　
偏
　
辮
』

或
自
蟹
一
吉
水
門
人
↓
日
浄
土
甚
深
秘
義
、
同
二
天
台

圓
融
法
門
一
亦
有
二
密
授
一
金
剛
賓
戒
是
也
、
善
導
之

制
二
雑
行
一
勘
二
専
修
一
也
、
姑
爲
二
初
心
行
人
↓
更
非
二

實
義
一
美
、
此
乃
吉
水
上
人
之
口
俸
也
、
鎭
西
上
人

　
　
　
　
『
勅
修
御
俸
』

　
こ
こ
に
あ
る
學
者
、
上
人
の
門
弟
と
號
し
て
云
、
浄
土
甚
深
の
秘
義

は
天
台
圓
融
の
法
門
に
お
た
じ
。
こ
れ
此
宗
の
最
底
放
り
。
叉
密
々
の

俸
あ
り
。
金
剛
賓
戒
こ
れ
な
り
。
善
導
の
雑
行
を
制
し
て
、
専
修
を
す

二
め
給
は
、
暫
初
心
の
行
人
の
た
め
な
り
。
さ
ら
に
實
義
に
あ
ら
ず
。
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欲
レ
正
二
其
眞
若
儒
↓
元
久
二
年
、
三
月
、
使
宣
門
人

度
脆
蓬
上
二
書
干
京
師
千
吉
水
｝
日
、
小
子
昔
目
侍
二

座
下
一
敏
承
／
之
、
漢
土
先
賢
、
緯
二
浄
土
法
門
↓
雄
二

其
義
蘭
菊
一
也
、
善
導
之
素
意
、
鰯
明
二
彌
陀
本
願
之

要
旨
↓
專
修
正
行
、
以
爲
二
往
生
極
楽
要
路
↓
未
レ

聞
二
上
件
二
條
一
若
以
二
機
縁
未
ワ
熟
故
、
無
レ
稟
二
慈

訓
一
歎
、
不
則
欲
下
邊
二
一
家
之
狼
籍
↓
印
申
持
末
代
之

念
佛
＾
宜
下
決
二
断
是
非
↓
賜
二
印
護
↓
以
立
申
專
修
一

行
一
也
云
、
大
師
自
採
レ
筆
復
示
日
、
上
件
二
條
、
僻

言
不
レ
足
レ
論
、
源
室
豊
有
二
如
レ
斯
言
一
乎
、
以
二
澤
迦

彌
陀
一
爲
レ
謹
、
予
非
レ
所
二
嘗
言
一
也
。

こ
れ
す
な
は
ち
上
人
の
相
簿
な
り
と
云
云
此
眞
僑
を
あ
き
ら
め
む
が
た

め
に
、
元
久
二
年
三
月
、
門
弟
度
脆
房
を
つ
か
ひ
と
し
て
、
書
状
を
上

人
に
進
ず
る
に
、
件
の
雨
條
く
は
し
く
こ
れ
を
か
き
の
せ
て
、
む
か
し

座
下
に
侍
り
し
に
、
漢
家
の
先
賢
、
浄
土
の
法
門
を
澤
す
る
。
そ
の
義

蘭
菊
な
れ
ど
も
、
善
導
の
御
心
は
、
彌
陀
の
本
願
の
專
修
正
行
、
こ
れ

往
生
極
楽
の
正
路
、
こ
の
宗
の
元
意
な
る
よ
し
。
つ
ね
に
仰
を
う
け
給

は
り
き
。
い
ま
だ
か
く
の
ご
と
き
の
こ
と
を
き
か
ず
。
こ
れ
機
な
を
熟

せ
ざ
る
ゆ
へ
に
御
教
訓
を
蒙
ら
ざ
る
か
。
は
や
く
一
家
の
狼
籍
を
と
∫

め
、
末
代
の
念
佛
を
印
持
せ
む
が
た
め
に
、
御
在
世
の
と
き
是
非
を
決

断
し
、
御
護
判
を
給
は
り
て
、
專
修
の
一
行
を
た
て
む
と
思
ふ
。
こ
∫

に
上
人
て
づ
か
ら
筆
を
そ
め
て
、
彼
状
に
勘
付
せ
ら
れ
て
云
、
已
上
ニ
ケ

條
、
以
外
僻
事
也
。
源
空
全
以
如
レ
是
事
不
。
申
侯
。
以
二
澤
迦
彌
陀
一

爲
レ
護
。
更
々
如
レ
然
僻
事
所
レ
不
レ
申
侯
也
。
云
云
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な
お
、
『
勅
修
御
俸
』
に
は
つ
づ
い
て
、
「
上
人
自
筆
の
誓
文
、
末
代
念
佛
の
轟
鏡
な
り
。
彼
書
い
ま
二
さ
し
く
世
に
あ
り
。
た
れ
か
こ

れ
を
う
た
が
は
む
。
こ
の
相
像
の
義
、
す
こ
ぶ
る
信
受
す
る
に
た
れ
る
者
敷
」
と
あ
る
。
こ
の
話
は
『
九
巻
偉
』
に
も
弐
の
よ
う
な
形
で

出
て
い
る
。
　
『
眞
僑
辮
』
引
用
の
も
の
は
こ
れ
と
同
一
た
の
で
、
　
『
俸
全
集
』
所
収
の
も
の
の
み
を
掲
げ
る
（
三
七
二
－
三
七
四
頁
）
。

　
　
麦
に
あ
る
浄
土
宗
の
學
者
、
法
然
上
人
よ
り
相
承
す
と
稽
し
て
、
鏡
像
圓
融
の
讐
を
あ
げ
、
金
剛
賓
戒
の
名
を
も
て
、
浄
土
宗
の
甚
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深
の
秘
義
と
す
る
よ
し
を
申
閏
、
元
久
二
年
三
月
に
法
然
上
人
に
尋
申
さ
る
土
聖
光
上
人
の
状
云
、
浄
土
宗
の
小
曾
辮
長
、
上
人
の

　
　
御
房
法
座
前
へ
、
誠
僅
誠
恐
護
言

　
　
二
箇
條
疑
間
事

　
　
一
、
鏡
像
圓
融
疑
問
事

　
　
二
、
金
剛
賓
戒
疑
間
事

　
　
一
、
鏡
像
圓
融
疑
問
老
、
所
謂
或
浄
土
宗
學
者
、
向
二
天
台
宗
學
者
一
相
語
云
、
天
台
宗
興
澤
土
宗
、
其
義
是
一
致
也
。
所
以
天
台
宗

　
　
以
鏡
像
之
警
顯
二
圓
融
之
法
刈
浄
土
宗
亦
復
如
是
。
以
二
此
鏡
像
圓
融
之
義
一
爲
二
浄
土
宗
最
底
刊
是
則
浄
土
宗
甚
深
義
也
。
暫
善
導
和

　
　
窩
爲
レ
誘
二
引
初
心
之
人
吋
制
二
止
難
行
一
勘
二
進
尊
修
イ
理
實
以
二
鏡
像
圓
融
之
警
一
得
二
其
心
刈
爲
二
後
心
之
人
一
天
台
浄
土
是
則
一
同
也

　
　
云
々
。
天
台
諸
宗
之
人
者
、
以
二
鏡
像
圓
融
之
警
H
用
二
浄
土
宗
最
底
一
者
、
以
＝
浄
土
宗
禾
レ
可
レ
立
二
別
宗
一
只
以
二
天
台
摩
詞
止
観

　
　
等
一
可
レ
立
二
浄
土
宗
イ
何
故
以
二
天
台
宗
一
之
外
可
レ
立
二
浄
土
宗
一
哉
。
叉
小
像
辮
長
駝
二
上
人
御
房
法
座
前
刊
常
誰
レ
蒙
二
浄
土
教
訓
之

　
　
條
一
於
二
此
義
一
者
夫
二
曾
聞
一
也
。
但
依
二
機
未
熟
一
不
レ
蒙
二
此
御
教
訓
一
敷
。
・
・
…
－
…
・

　
　
二
、
金
剛
賓
戒
疑
問
者
、
或
浄
土
宗
學
者
云
、
付
二
浄
土
宗
一
有
二
一
戒
品
イ
所
謂
金
剛
賓
戒
是
也
。
於
二
諸
宗
戒
晶
一
是
異
也
。
各
々
口

　
　
簿
所
レ
俸
レ
之
也
。
是
吉
水
上
人
御
房
之
簿
也
云
云
。
小
像
辮
長
救
云
、
吉
水
上
人
御
房
御
義
全
不
レ
然
。
浄
土
宗
者
、
只
彌
陀
本
願

　
　
専
修
正
行
也
。
以
二
此
一
行
一
爲
二
往
生
正
路
↓
全
以
不
レ
兼
二
鹸
行
吋
何
以
於
二
此
宗
一
令
レ
付
二
金
剛
賓
戒
一
哉
云
云
。
以
前
ニ
ケ
條
。
爲
レ

　
　
決
二
断
弟
子
之
疑
間
｝
爲
レ
封
二
治
諸
宗
諺
難
｛
又
爲
1
停
二
止
一
家
狼
籍
丁
・
…
…
…

　
こ
こ
で
は
、
　
『
九
巻
樽
』
に
分
類
さ
れ
て
い
る
疑
間
事
第
一
の
「
鏡
像
圓
融
疑
間
事
」
は
し
ぱ
ら
く
お
き
、
本
論
孜
に
か
ん
す
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
疑
間
事
第
二
の
「
金
剛
賓
戒
疑
間
事
」
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
文
雄
は
『
勅
修
御
俸
』
な
ら
び
に
『
九
巻

偉
』
の
二
つ
の
隷
述
を
根
拠
と
し
て
、
　
『
金
剛
賓
戒
章
』
は
偏
書
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
法
然
が
釈
迦
弥
陀
を
も
っ
て
証
と
し
て
ま
で
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－
」
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
若
吉
水
有
二
如
レ
此
之
著
述
．
者
、
何

日
下
以
二
澤
迦
彌
陀
一
爲
『
護
不
レ
述
申
金
剛
賓
戒
僻
事
上
乎
」
で
あ
る
。
か
か
る
引
証
は
す
で
に
望
西
楼
了
恵
道
光
が
『
漢
語
燈
録
』
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劣

て
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
”
・
文
雄
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
先
ほ
ど
も
題
名
の
間
題
と
し
て
触
れ
た

『
金
剛
賓
戒
』
と
『
金
剛
賓
戒
朝
』
の
相
違
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
書
の
中
で
も
つ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
と
お
も

わ
れ
る
「
ニ
ノ
戒
品
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
ニ
ノ
戒
品
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
う
と
、
『
眞
僑
辮
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
金

剛
賓
戒
疑
問
事
」
は
右
に
引
用
し
た
『
九
巻
俸
』
の
そ
れ
と
同
一
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
一
字
、
し
か
も
致
命
的
に
重
要
な
一
字
に
お
い

て
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
九
巻
俸
』
に
「
付
二
浮
土
宗
一
有
二
戒
品
｛
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
『
眞
偏
辮
』
で
は
「
付
二
浄

土
宗
一
有
二
一
プ
戒
品
一
」
と
な
っ
て
い
る
。
ナ
」
れ
は
一
見
、
『
眞
偏
辮
』
の
書
写
考
の
誤
写
で
あ
る
か
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
つ
づ

い
て
展
開
さ
れ
る
論
述
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
ニ
ノ
戒
品
」
の
詳
述
で
あ
る
以
上
、
「
ニ
ノ
戒
品
」
は
い
か
ん
と
も
な
し
が
た
い
字
句
で
あ

る
。
文
雄
自
身
が
誤
り
な
く
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
文
雄
が
こ
の
箇
所
の
み
を
改
寮
し
て
自
己
の
主
張
に
有
利
で
あ

る
よ
う
な
論
述
を
展
開
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
邪
推
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
お
『
九
巻
俸
』
の
諸
本
中
に

「
ニ
ノ
戒
品
」
と
記
す
る
も
の
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
い
ま
詳
か
で
な
い
。
　
『
眞
偏
辮
』
の
論
述
は
文
雄
の
自
間
自
答
の
形
式
を
と

る
場
合
が
多
い
の
で
、
次
に
、
右
に
指
摘
し
た
二
つ
の
間
題
点
、
す
な
わ
ち
「
章
」
の
間
題
と
「
ニ
ノ
戒
品
」
の
間
題
を
、
ほ
ぽ
原
文
に

倣
っ
て
問
答
体
で
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　
文
雄
日
く
、
望
西
の
『
拾
遺
語
燈
録
』
に
も
「
上
人
與
二
鎮
西
一
書
日
、
金
剛
賓
戒
章
是
僑
書
也
、
予
不
甘
製
二
如
レ
是
書
一
穣
迦
彌
陀
以

　
　
爲
二
護
明
一
」
と
あ
る
。

　
間
う
て
目
く
、
　
『
勅
修
御
俸
』
や
『
九
巻
俸
』
に
は
た
だ
「
金
剛
賓
戒
」
と
あ
り
、
「
金
剛
賓
戒
章
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

　
　
っ
て
、
こ
の
二
伝
に
よ
れ
ぽ
、
金
剛
賓
戒
す
な
わ
ち
圓
頓
戒
は
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
も
、
　
『
金
剛
賓
戒
章
』
は
し
り
ぞ
げ
て
い
な
い

792
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ひ
で
は
な
か
ろ
う
か
σ

文
雄
日
く
、
然
ら
ず
。
鎭
西
上
人
も
ま
た
す
で
に
圓
頓
戒
を
崇
奉
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
疑
義
を
お
こ
す
は
ず
が
な
い
。
そ
も
そ
も
浄
土

　
宗
に
〕
一
ノ
戒
品
」
が
あ
る
。
一
は
圓
頓
戒
、
二
は
い
わ
ゆ
る
金
剛
賓
戒
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
眞
意
は
、
圓
頓
戒
を
肯
定
し

　
金
剛
賓
戒
を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

間
う
て
日
く
、
で
は
、
な
ぜ
「
金
剛
賓
戒
章
」
と
い
わ
た
い
の
か
。
著
書
を
も
つ
て
い
わ
ず
「
口
俸
」
と
称
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

文
雄
日
く
、
鎮
西
上
人
は
こ
の
書
を
じ
つ
さ
い
に
見
て
疑
間
を
お
こ
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
あ
る
人
が
「
口
俸
」
あ
り
と
い
う
の

　
を
き
い
て
疑
問
を
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
然
上
人
の
返
事
に
し
て
も
、
そ
の
内
実
は
、
H
金
剛
賓
戒
の
邪
義
が
世
に
行
な

　
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
θ
「
章
」
を
著
し
て
こ
れ
を
法
然
作
と
す
る
も
の
の
い
る
｝
」
と
の
反
駁
・
否
定
で
あ
る
か
ら
、
「
難
レ
不
レ
問
1
章

　
以
レ
章
答
不
二
相
違
一
也
」
と
い
つ
て
よ
い
。

間
う
て
日
く
、
く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
鎮
西
上
人
が
間
う
と
こ
ろ
の
金
剛
賓
戒
が
圓
頓
戒
で
な
い
こ
と
は
、
な
に
に
ょ
っ
て
わ
か
る

　
だ
ろ
う
か
。

文
雄
日
く
、
鎭
西
上
人
は
圓
頓
戒
を
「
稟
承
奉
行
」
す
る
こ
と
久
し
く
、
　
『
本
俸
』
に
も
、
病
中
と
い
え
ど
も
圓
頓
戒
を
援
け
た
話
が

　
出
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
疑
義
を
お
こ
す
は
ず
が
な
い
。

間
う
て
日
く
、
鎭
西
上
人
が
奉
持
す
る
圓
頼
戒
は
法
然
上
人
所
伝
か
、
そ
れ
と
も
天
台
宗
所
伝
か
。

文
雄
目
く
、
鎮
西
上
人
も
は
じ
め
は
天
台
宗
で
あ
つ
た
か
ら
、
圓
頓
戒
は
は
じ
め
天
台
宗
の
そ
れ
を
受
げ
た
が
、
の
ち
法
然
上
人
に
帰

　
依
し
た
の
で
、
こ
れ
を
あ
ら
た
め
た
は
ず
で
あ
る
。
　
「
圓
戒
亦
同
、
何
験
二
台
戒
一
」
で
あ
る
。

間
う
て
日
く
、
法
然
上
人
は
天
台
宗
の
圓
頓
戒
を
稟
承
し
、
こ
れ
を
棄
て
な
か
っ
た
。
銀
西
上
人
も
ま
た
天
台
宗
の
圓
頓
戒
を
棄
て
て

　
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o
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文
雄
目
く
、
法
然
上
人
は
独
自
に
戒
の
本
義
を
究
め
、
帝
師
と
さ
え
な
っ
た
。
　
「
天
下
仰
レ
之
、
如
二
泰
山
北
闘
刊
」
『
古
本
戒
儀
』
に

　
　
は
「
源
室
上
人
、
授
二
鎮
西
上
人
一
」
と
あ
り
、
鎮
西
上
人
が
法
然
上
人
か
ら
浄
土
宗
と
し
て
の
圓
頓
戒
を
授
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

　
　
で
あ
る
。

　
問
う
て
日
く
、
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
い
ず
れ
の
論
も
認
め
る
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
法
然
の
名
を
冠
し
て
偽
書
を
つ
く
つ
た
の
は
な
ぜ
で

　
　
あ
ろ
ラ
か
。

　
文
嬢
日
く
、
法
然
上
人
の
戒
名
は
は
な
は
だ
高
い
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
か
く
れ
て
自
己
の
邪
戒
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
に
ほ
か
な

　
　
ら
な
い
。

　
右
の
ご
と
き
間
答
を
通
し
て
、
文
雄
は
あ
く
津
、
で
浄
土
宗
に
「
ニ
ノ
戒
品
」
あ
り
と
し
、
金
剛
賓
残
を
圓
頓
戒
か
ら
わ
か
ち
、
浄
土
宗

炉
」
お
い
て
圓
頓
戒
を
認
め
る
一
方
、
金
剛
賓
戒
な
い
し
そ
の
趣
意
を
著
わ
し
た
と
お
も
わ
れ
る
『
金
剛
賓
戒
劃
』
を
法
然
所
説
で
な
い
と

し
て
、
し
り
ぞ
げ
る
の
で
あ
る
。
大
橋
俊
雄
氏
に
よ
れ
ぼ
、
文
雄
の
時
代
に
は
金
剛
費
戒
運
動
と
も
称
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
の
こ
と

で
占
め
る
か
ら
、
文
雄
は
こ
れ
を
と
く
に
意
識
し
て
『
眞
僑
辮
」
を
か
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
文
雄
は
、
　
『
金
剛
賓
戒
章
』
を
著
わ

し
た
者
は
、
　
「
台
宗
之
徒
」
か
去
砧
た
は
「
湛
室
門
下
」
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
纏
空
は
、
は
じ
め
比
叡
山
｝
」
登
り
、
顕
密
二
教
を
学

ん
だ
が
、
の
ち
源
空
の
門
に
帰
L
、
つ
ね
に
源
空
に
侍
し
て
念
仏
の
行
を
怠
ら
ず
、
源
空
よ
り
圓
頓
戒
を
稟
承
し
、
圓
頓
戒
相
承
の
正
統

と
な
つ
た
者
で
山
め
り
、
そ
の
門
下
に
は
、
永
空
、
清
空
、
順
空
な
ど
の
二
尊
院
流
と
、
慧
尋
、
慧
顎
、
興
圓
な
ど
の
黒
谷
流
が
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
⇔
の
「
別
し
て
章
の
文
に
つ
い
て
辮
ず
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
々
の
章
文
に
つ
い
て
そ
の
非
な
る
こ
と
を
こ
ま
か
く
論

じ
て
い
る
。
ま
ず
「
訓
授
章
」
は
誤
り
多
く
、
枚
挙
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
ゆ
え
｝
」
「
姑
摘
＝
其
要
五
三
一
」
述
べ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
訓
授
章
■
；
目
頭
こ
は
「
天
台
黒
谷
沙
門
源
空
草
」
と
い
う
但
書
が
見
出
さ
れ
る
が
、
法
然
は
「
立
二
専
念
浄
土
之
宗
一
戒
以
二
佛
門
之
通

載
一
故
棄
二
行
之
一
耳
」
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
天
台
黒
谷
沙
門
」
と
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
も
し
か
り
に
、
法
然
が
わ
か
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ぎ
目
、
ま
だ
黒
谷
に
在
住
し
て
い
た
当
時
に
こ
れ
を
著
わ
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
「
秘
決
章
」
で
は
法
然
を
老
蓬
と
し
て
お
り
、
　
「
訓
授

章
」
で
は
戒
を
湛
空
上
人
に
授
く
と
あ
る
か
ら
す
で
に
晩
年
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
結
局
、
「
天
台
黒
谷
沙
門
」
と
称
す
る
こ
と

が
、
か
え
つ
て
こ
の
書
の
偽
書
な
る
こ
と
を
は
つ
き
り
証
示
し
て
い
る
、
と
論
考
は
い
う
の
で
あ
る
。
戒
師
が
受
戒
者
に
た
い
し
て
戒
の

意
義
を
説
き
、
大
乗
戒
の
由
釆
を
説
く
べ
き
「
窮
一
開
導
」
に
お
い
て
す
で
に
重
大
な
誤
り
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
夫
開
＝
止
観
雨

門
一
導
表
光
一
室
一
是
則
衆
聖
元
心
也
、
諸
佛
性
戒
也
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
法
然
は
一
向
専
念
の
宗
を
立
て
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
止

観
爾
門
」
を
開
く
必
要
が
な
い
。
ま
た
、
た
だ
「
性
戒
」
の
み
を
い
っ
て
事
戒
を
廃
す
る
の
は
、
法
然
の
真
意
に
も
と
る
の
み
な
ら
ず
、

天
台
義
に
さ
え
反
す
る
。
『
摩
詞
止
観
』
に
も
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
「
理
す
で
に
動
ぜ
ざ
れ
ば
、
事
は
任
運
に
成
る
」
の
で
あ
っ
て
、
事
理

相
即
、
一
体
不
離
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
こ
の
書
は
「
台
宗
之
徒
」
の
偽
作
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
の
ご
と

く
、
天
台
義
さ
え
も
十
分
に
わ
き
ま
え
て
い
た
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
次
に
、
入
信
に
さ
い
し
て
最
初
の
要
件
た
至
二
宝
へ
の
帰
依
を
説

く
「
第
二
三
騎
」
に
お
い
て
も
、
「
君
已
身
外
爲
レ
有
三
賓
一
無
レ
有
二
是
盧
一
焉
」
と
い
う
の
は
法
然
所
説
で
は
な
い
。
法
然
は
二
襲
二

賓
之
理
佛
」
の
み
を
尊
ば
ず
、
「
別
相
住
持
三
賓
」
を
説
き
、
し
た
が
つ
て
、
成
仏
の
法
で
は
な
く
往
生
の
教
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。
「
第

七
正
受
戒
」
に
お
い
て
は
字
句
上
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
。
「
慈
忍
授
二
源
信
暦
都
↓
源
信
授
二
揮
仁
阿
闇
梨
｛
稗
仁
授
二
良
忍
上
人
一
良

忍
授
二
叡
室
上
人
一
叡
室
授
二
源
室
上
人
一
源
室
授
二
湛
室
上
人
二
と
あ
る
が
、
第
一
に
、
源
信
は
源
心
の
誤
り
で
あ
り
、
法
然
述
な
ら
か

か
る
誤
り
を
犯
す
は
ず
が
な
い
。
第
二
に
、
法
然
で
あ
れ
ぼ
門
下
の
湛
空
に
た
い
し
て
「
湛
室
上
人
」
と
い
う
は
ず
が
液
い
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
「
湛
窒
門
人
、
味
識
者
」
の
偽
作
で
は
な
い
か
と
の
推
定
が
つ
よ
く
な
つ
て
く
る
。
十
重
禁
戒
を
説
く
「
第
十
説
相
」
で
は
、
第

三
婬
戒
に
か
ん
し
て
「
婬
有
二
三
品
一
」
と
し
な
が
ら
、
こ
の
三
種
を
説
く
－
」
と
な
く
お
わ
っ
て
い
る
ご
と
き
疎
漏
を
な
し
、
ま
た
「
見
刊

閲
婬
二
畜
生
一
者
＾
則
須
二
洗
レ
耳
洗
ワ
冒
、
不
レ
可
二
同
宿
同
火
一
」
と
い
う
が
ご
と
き
は
、
仏
教
中
い
ず
こ
に
も
見
出
し
え
な
い
一
．
邸
僅
随

狼
L
の
か
ぎ
り
で
あ
る
（
た
お
、
「
同
宿
同
火
」
の
箇
所
に
は
『
眞
偏
辮
』
の
書
写
老
の
附
と
お
も
わ
れ
る
「
日
本
紳
道
之
説
」
と
い
う
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註
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）
。
さ
ら
に
、
「
婬
二
畜
生
及
六
親
一
」
を
論
じ
て
、
こ
れ
を
波
羅
夷
罪
と
称
す
る
が
、
す
す
ん
で
「
一
切
女
人
不
レ

得
二
故
寧
」
と
は
論
じ
な
い
。
か
く
の
ご
と
き
所
説
は
ま
さ
に
「
説
レ
戒
不
レ
知
レ
戒
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
四
妄
語
戒
に
お
い
て
、

「
五
逆
之
者
其
忌
一
中
劫
云
云
、
十
悪
者
其
忌
同
二
叫
喚
地
獄
壽
命
一
破
二
誓
言
一
者
忌
穣
三
十
三
年
、
不
レ
可
レ
交
二
人
間
一
不
レ
可
レ
詣
二
佛
楠
二
」

と
説
く
が
ご
と
き
は
ま
つ
た
く
の
狼
説
で
、
修
験
道
か
陰
陽
遺
の
説
き
方
に
ひ
と
し
い
。
第
五
酷
酒
戒
に
お
い
て
、
「
眞
如
浄
戒
、
持
者

用
否
有
レ
心
美
」
と
す
る
の
は
や
は
り
法
然
の
意
に
反
す
る
。
法
然
は
つ
ね
に
「
恐
レ
罪
須
二
念
佛
こ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
浄

戒
を
持
す
る
者
が
酒
を
酷
す
る
用
否
は
心
に
あ
る
と
す
る
説
は
認
め
ら
れ
な
い
。
第
七
自
讃
段
他
戒
で
は
、
「
大
乗
修
學
之
人
、
讃
段
依
レ

時
棄
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
台
義
に
も
も
と
り
、
法
然
に
も
相
違
す
る
。
妙
薬
大
師
荊
渓
湛
然
の
『
授
菩
薩
戒
儀
」
に
よ
れ
ぼ
、
持
戒

と
は
禁
忌
補
養
の
意
で
あ
り
、
「
自
行
二
麟
悪
一
」
を
禁
忌
と
い
い
、
「
利
レ
他
修
レ
善
」
を
補
養
と
い
う
。
ま
た
『
黒
谷
古
本
戒
儀
』
に
も
、

「
受
戒
之
後
、
不
レ
作
レ
罪
」
を
禁
忌
と
い
い
、
「
修
レ
善
」
を
補
養
と
い
う
。
ゆ
え
に
、
「
大
乗
修
學
之
人
、
讃
段
依
レ
時
美
」
と
い
う
の
は

天
台
の
戒
に
も
法
然
所
説
の
戒
に
も
相
違
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
－
－
以
上
が
ほ
ぼ
「
訓
授
章
一
で
弁
述
さ
れ
、
自
間
自
答
さ

れ
た
若
干
の
問
題
点
の
要
約
で
あ
る
。

　
次
に
「
澤
義
章
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
誤
り
に
み
ち
て
い
る
と
さ
れ
る
。
　
「
澤
義
章
」
は
二
者
人
天
戒
、
二
老
小
乗
戒
、
三
者

穫
大
乗
戒
、
四
老
圓
實
性
戒
一
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
眞
僑
辮
」
に
お
い
て
は
、
人
天
・
小
乗
・
権
大
乗
戒
に
か
ん

し
て
見
出
さ
れ
る
誤
り
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
し
ぼ
ら
く
措
ぎ
、
円
実
性
戒
に
か
ん
し
て
論
じ
る
箇
所
の
誤
謬
を
君
干
指
橘
す
る
｝
」
と
ど
め

て
い
る
。
ま
ず
『
金
剛
賓
戒
章
」
に
よ
れ
ぼ
、
戒
体
は
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
ぱ
法
然
に
も
と
る
。
法
然
は
求
道
の
初

期
に
慈
眼
房
叡
空
の
も
と
で
戒
体
を
論
じ
、
叡
空
が
戒
体
を
も
つ
て
心
と
し
た
の
に
た
い
し
、
法
然
は
こ
れ
を
「
性
無
作
仮
色
」
と
な

し
、
ゆ
ず
ら
ず
、
叡
空
も
つ
い
に
こ
れ
に
承
服
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
戒
体
と
は
戒
の
実
質
を
意
味
し
、
部

派
時
代
す
で
に
戒
の
白
性
な
る
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
律
宗
の
道
宣
が
戒
学
を
戒
法
、
戒
体
、
戒
行
、
戒
相
に
分
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げ
て
か
ら
確
た
る
定
義
を
得
、
そ
れ
が
天
台
の
円
頓
戒
の
戒
体
説
に
ま
で
つ
ら
な
つ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
天
台
戒
疏
』
に
よ
れ
ば
、

戒
体
と
は
「
不
レ
起
而
已
、
起
印
性
無
作
優
色
」
と
い
わ
れ
、
受
戒
に
よ
つ
て
受
得
す
る
事
戒
と
、
生
活
の
理
念
と
し
て
の
理
戒
と
、
事

理
相
即
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
ご
と
く
法
然
が
戒
体
を
「
性
無
作
候
色
」
と
し
た
の
は
ま
さ
し
く
天

台
の
円
頓
戒
の
考
え
を
正
し
く
捉
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
　
『
眞
僑
辮
」
の
判
定
す
る
ご
と
く
、
心
を
も
っ
て
戒
体
と
な

す
『
金
剛
賓
戒
章
」
の
主
張
は
正
し
く
な
い
。
以
下
、
ふ
た
た
び
間
答
体
の
形
式
に
よ
つ
て
『
眞
偏
辮
」
に
お
け
る
こ
の
辺
り
の
論
述
を

辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
間
う
て
日
く
、
天
台
大
師
の
『
止
観
』
や
『
理
塔
経
』
で
も
心
を
戒
体
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
文
雄
日
く
、
考
え
る
に
、
一
心
は
戒
体
の
み
な
ら
ず
、
万
法
の
自
体
で
あ
る
。
　
「
三
界
唯
一
心
、
心
外
無
別
法
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
に
心
は
万
法
の
自
体
で
あ
る
か
ら
、
心
と
い
つ
て
も
そ
の
中
に
色
も
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ま
戒
体
を
究
め
る
と
無
作
で
あ
る
が
、
大

　
　
乗
で
は
無
作
を
立
て
な
い
か
ら
、
心
と
い
つ
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
心
と
い
え
ば
無
作
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
ま
た
、
色
を
も

　
　
っ
て
戒
体
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
小
乗
で
い
う
無
作
を
開
会
し
て
色
と
い
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

　
　
色
と
い
っ
て
も
心
を
含
ん
で
い
る
。
心
と
い
い
色
と
い
い
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
「
性
無
作
優
色
」
と
い
う
。
性
と
は

　
　
色
・
心
を
兼
ね
る
も
の
の
名
で
あ
る
。
法
然
は
も
ち
ろ
ん
叡
空
も
こ
れ
を
悟
得
し
た
の
で
、
叡
空
は
法
然
の
戒
体
論
に
承
服
し
た
の

　
　
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
戒
体
は
「
性
無
作
侵
色
」
で
あ
る
が
、
戒
は
身
口
の
表
業
に
よ
っ
て
無
作
を
発
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
無
作
の
仮
色
に
は
相
違
な
い
が
、
と
に
か
く
色
法
に
ぞ
く
す
る
。
ゆ
え
に
増
損
が
あ
り
、
禁
忌
補
養
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
事
相

　
　
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
性
戒
の
ご
と
く
理
性
と
し
て
そ
の
ま
ま
凡
聖
に
斉
し
く
傭
わ
り
不
変
の
も
の

　
　
で
あ
る
な
ら
、
増
損
な
く
、
禁
忌
補
養
の
要
な
く
、
発
と
無
発
も
な
い
。
法
然
の
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
あ
り
、
叡
空
も

　
　
こ
れ
を
首
肯
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
澤
義
章
」
で
は
そ
の
よ
う
た
《
功
徳
》
も
如
ら
ず
、
た
だ
理
性
の
心
の
み
を
認
め
、
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こ
れ
を
戒
体
と
な
す
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
事
相
を
斥
げ
、
几
聖
斉
備
の
性
戒
を
説
く
の
み
。
こ
れ
に
た
い
し
て
圓
榎
戒
の
圓
頓
戒

　
た
る
所
以
は
一
一
修
得
》
に
あ
り
、
事
相
を
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ウ
た
。
し
か
し
、
事
相
を
持
す
る
と
い
え
ど
も
、
「
全
レ
事
印
理
、

　
全
レ
理
印
事
、
謂
二
之
圓
頓
戒
一
也
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
澤
義
章
」
で
は
こ
の
二
老
が
個
々
に
分
離
し
て
い
る
。

間
う
て
日
く
、
綾
水
の
天
心
な
る
者
が
『
戒
監
決
』
を
録
し
、
そ
の
中
で
、
天
台
大
師
は
は
じ
め
心
を
も
っ
て
体
と
な
し
、
の
ち
色
を

　
も
つ
て
体
と
た
し
た
、
そ
し
て
心
を
も
っ
て
体
と
な
す
説
を
廃
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
法
然
は
こ
の
説
に
よ
つ
て
い
る
の
と
違
う

　
か
。

文
雄
日
く
、
然
ら
ず
。
理
塔
庵
敬
首
が
『
天
台
戒
駿
訣
』
を
つ
く
り
、
止
観
心
体
説
を
廃
し
て
も
っ
ぽ
ら
戒
疏
色
体
説
を
唱
え
た
の
に

　
た
い
し
、
定
月
上
人
は
『
戒
麗
明
燈
章
」
を
著
わ
し
て
こ
れ
を
駁
し
、
色
心
二
体
の
偏
発
を
非
と
し
て
い
る
。

問
う
て
日
く
、
　
「
澤
義
章
」
に
い
う
性
戒
は
天
台
に
依
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
う
と
こ
ろ
の
性
は
「
印
相
之
性
」
で
は
な
い
か
。

答
え
て
日
く
、
然
ら
ず
。
　
「
澤
義
章
」
で
は
明
ら
か
に
事
相
を
斥
け
て
い
る
。
し
か
る
に
、
天
台
は
事
相
を
廃
せ
ず
、
事
理
相
即
、
性

　
相
不
二
の
立
場
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
〕
説
レ
事
也
、
撃
駿
副
理
、
論
レ
理
也
、
撃
麗
印
事
、
是
法
佳
法
位
、
世
問
相
常
佳
、
期
謂
二
之

　
事
理
相
印
、
圓
頓
妙
法
一
」
で
あ
る
。
浄
土
門
で
は
こ
れ
を
他
力
実
体
と
い
う
。
し
か
る
に
「
馨
義
章
」
で
は
事
理
相
融
せ
ず
、
ゆ

　
え
に
圓
頓
戒
と
は
い
え
な
い
。

問
う
て
日
く
、
　
「
経
云
二
諸
法
従
本
來
常
自
寂
減
相
－
山
河
大
地
等
本
來
寂
減
心
也
。
萬
法
示
レ
形
顯
レ
色
是
草
木
之
読
法
也
。
見
レ
色
知

　
蟻
レ
香
悟
是
魏
二
聞
説
法
一
也
。
夫
口
一
晋
説
老
爲
二
下
根
一
読
、
出
レ
晋
説
レ
文
是
爲
レ
息
二
小
兎
之
晴
一
也
。
敢
非
下
爲
二
大
人
一
説
法
上
也
。
几

　
眞
設
法
老
吾
聞
二
草
木
之
説
法
－
草
木
撃
春
之
説
法
刈
是
如
來
知
見
、
蟹
者
前
説
法
也
」
と
あ
る
か
ら
、
□
一
音
の
説
は
下
根
の
た
め

　
で
あ
り
、
文
を
も
つ
て
説
く
の
は
小
児
の
た
め
で
あ
り
、
大
人
の
た
め
の
説
法
で
は
な
い
。
真
の
説
法
は
「
吾
聞
二
草
木
之
説
法
一

　
草
木
鶏
二
吾
之
読
法
」
ご
と
き
も
の
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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答
え
て
日
く
、
然
ら
ず
。
も
し
然
り
と
す
れ
ぱ
、
三
止
三
請
に
し
て
つ
い
に
説
い
た
『
法
華
経
」
方
便
品
の
話
は
成
立
し
え
た
い
こ
と

　
　
に
な
る
。

　
問
う
て
日
く
、
で
は
、
右
の
引
用
箇
所
に
つ
づ
い
て
、
「
租
師
云
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
何
か
。

　
答
え
て
日
く
、
「
澤
義
章
」
で
は
天
台
大
師
の
こ
と
を
し
ぼ
し
ぼ
祖
師
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
然
は
一
宗
を
立
て
た
の
だ
か
ら
、

　
　
か
く
い
う
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
見
て
も
、
「
澤
義
章
」
な
い
し
『
金
剛
賓
戒
章
」
全
般
が
、
「
台
徒
依
二
附
湛
室
一
之
人
所
レ

　
　
爲
」
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
間
う
て
日
く
、
　
「
言
二
悪
人
逆
人
一
老
、
除
二
自
心
一
外
別
尋
二
佛
果
↓
除
二
戒
性
一
外
更
願
二
浄
刹
一
是
名
二
悪
人
一
是
爲
二
逆
人
一
」
と
い
い
、

　
　
「
執
二
性
戒
一
斥
二
浄
土
一
魔
二
佛
果
一
」
と
い
う
が
如
何
。

　
答
え
て
目
く
、
い
ず
れ
も
妄
語
・
偏
邪
見
で
あ
る
。

　
間
う
て
日
く
、
最
後
に
、
「
若
欲
レ
修
二
有
相
一
者
、
宜
下
慣
二
圓
頓
戒
相
一
遂
申
浄
土
之
往
生
也
上
」
と
あ
る
の
は
如
何
。

　
答
え
て
日
く
、
法
然
は
「
以
二
構
名
念
佛
一
爲
二
鰯
立
行
一
」
の
で
あ
る
か
ら
、
圓
頓
戒
を
も
っ
て
往
生
の
正
業
と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う

　
　
か
。

　
以
上
が
「
澤
義
章
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
大
要
で
あ
る
。
次
に
「
秘
決
章
」
に
つ
い
て
同
じ
く
若
干
触
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
も
い
く
つ
か
の
誤
謬
を
た
た
だ
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
冒
頭
に
「
夫
読
下
開
二
止
観
雨
門
一
導
申
無
所
佳
域
＾
諸
佛
之
心
源
、
如
來
之
性
戒
、
以
授
二
門
徒
聖
人
一
」
と
あ
る
が
、
法
然
で
あ

れ
ば
「
門
徒
聖
人
」
に
授
く
と
は
い
わ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
「
開
二
止
観
爾
門
一
」
の
は
天
台
宗
の
所
期
で
あ
り
、
法
然
の
そ
れ
で
は

た
い
。
こ
の
よ
う
に
「
秘
決
章
」
は
冒
頭
か
ら
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
「
秘
決
章
」
は
幸
西
、
証
空
、
信
空
、

源
智
、
行
空
、
寂
西
、
隆
寛
、
聖
覚
の
八
名
が
間
い
を
発
し
、
法
然
が
こ
れ
に
答
え
る
問
答
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
次
に
そ
の
若
干
を
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示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
弟
子
の
間
い
を
掲
げ
、
次
に
法
然
の
答
え
を
あ
げ
、
最
後
に
文
雄
の
弁
を
載
せ
る
こ
と
に
す
る
。

　
行
空
問
う
て
日
く
、
濫
行
の
人
を
導
師
と
し
て
各
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
源
空
決
し
て
日
く
、
小
乗
に
お
い
て
は
濫
行
の
人
を
導
師
と
し
て
よ
い
理
は
な
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
人
を
導
師
に
す
れ
ぱ
か
な
ら
ず

　
　
答
が
あ
る
。
し
か
し
大
乗
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
濫
行
は
愚
凝
が
因
で
あ
る
。
愚
療
は
不
浄
の
根
本
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
不
浄
の

　
　
う
ち
愚
療
に
す
ぎ
る
不
浄
は
な
い
。
し
か
し
智
老
に
お
い
て
は
婬
酒
肉
辛
も
決
し
て
不
浄
で
は
な
い
。
智
慧
は
清
浄
の
本
と
さ
れ
る

　
　
か
ら
で
あ
る
。

　
弁
じ
て
日
く
、
こ
の
よ
う
に
婬
酒
肉
辛
を
認
め
る
言
辞
は
、
白
已
の
濫
行
を
是
認
せ
ん
が
た
め
の
魔
説
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
幸
西
間
う
て
日
く
、
念
仏
門
の
人
が
正
理
を
兼
ね
る
こ
と
は
答
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
源
空
決
し
て
日
く
、
有
智
の
念
仏
者
は
あ
ら
か
じ
め
浄
土
の
果
報
を
推
せ
ん
が
た
め
に
、
兼
ね
て
悟
り
を
学
し
、
こ
の
悟
り
を
得
ん
が

　
　
た
め
に
浄
土
を
欣
求
す
る
。
そ
し
て
彼
の
国
に
到
る
者
は
か
な
ら
ず
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
念
仏

　
　
を
す
る
者
は
、
悟
り
を
学
す
る
人
を
誹
謡
し
、
こ
れ
に
親
近
し
な
い
。

　
弁
じ
て
日
く
、
そ
も
そ
も
智
慧
を
究
め
て
成
仏
を
願
う
の
は
聖
道
門
で
あ
り
、
愚
療
に
し
て
か
え
っ
て
往
生
を
願
う
の
が
浄
土
門
で
あ

　
　
る
。
ゆ
え
に
曇
鷲
は
四
論
の
講
説
を
す
て
、
道
緯
は
浬
築
広
業
を
搦
き
、
善
導
は
雑
行
を
す
て
た
。
し
た
が
つ
て
法
然
が
「
乗
二
學

　
　
悟
解
一
」
を
す
す
め
る
は
ず
が
な
い
。
悟
道
は
此
土
入
聖
で
あ
っ
て
、
法
然
の
と
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
証
空
間
う
て
日
く
、
理
法
は
い
つ
世
に
流
行
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
源
空
決
し
て
日
く
、
末
法
に
お
い
て
仏
法
は
三
道
に
分
れ
て
世
に
流
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
浅
識
な
る
者
の
た
め
の
念
仏
、
威
儀
を
欠
か

　
　
な
い
た
め
の
律
行
、
上
達
深
悟
の
人
の
た
め
の
理
の
法
門
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
弁
じ
て
日
く
、
こ
こ
で
は
元
暁
に
よ
っ
て
、
念
仏
は
几
夫
の
た
め
、
か
ね
て
聖
人
の
た
め
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
、
竜
樹
、
天
親
な
ど
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も
浅
識
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
信
空
間
う
て
日
く
、
心
法
と
念
仏
と
い
ず
れ
が
勝
り
い
ず
れ
が
劣
る
か
。

　
源
空
決
し
て
日
く
、
心
法
が
勝
れ
念
仏
が
劣
る
。

　
弁
じ
て
日
く
、
然
ら
ず
。
弥
陀
如
来
は
五
劫
の
あ
い
だ
思
惟
し
た
ま
い
、
念
仏
を
本
願
と
し
た
の
で
あ
り
、
釈
尊
は
念
仏
を
無
上
功
徳

　
　
と
し
、
諾
尊
も
こ
れ
を
不
可
思
議
功
徳
と
よ
ん
だ
。
法
然
も
ま
た
勝
劣
を
釈
し
て
、
こ
れ
を
万
徳
所
帰
と
L
た
。

　
信
空
間
う
て
日
く
、
な
に
ゆ
え
念
仏
は
心
法
に
劣
る
の
か
。

　
源
空
答
え
て
日
く
、
口
音
に
念
仏
す
る
の
は
た
だ
下
劣
凡
夫
の
法
門
で
あ
る
。
音
を
出
し
文
を
説
く
の
は
小
児
が
泣
く
の
を
と
ど
め
る

　
　
た
め
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
諸
仏
の
本
意
で
は
た
い
。

　
弁
じ
て
日
く
、
念
仏
が
諸
仏
の
本
意
で
な
い
な
ど
と
は
魔
説
で
あ
る
。
三
世
諸
仏
は
念
仏
三
昧
に
よ
っ
て
等
正
覚
を
成
じ
た
。

　
寂
西
間
う
て
日
く
、
十
悪
五
逆
の
者
と
は
い
か
な
る
者
か
。

　
源
空
決
し
て
日
く
、
心
性
を
の
ぞ
い
て
ほ
か
に
仏
果
を
た
ず
ね
、
我
性
の
ほ
か
に
浄
土
を
願
う
よ
う
な
者
を
、
悪
人
、
逆
人
、
蟄
二
宝

　
　
人
、
外
道
衆
類
と
い
う
。

　
弁
じ
て
日
く
、
右
の
ご
と
く
な
ら
ぱ
、
釈
尊
、
善
導
、
法
然
す
べ
て
逆
人
・
誘
三
宝
外
道
に
な
つ
て
し
ま
う
。

　
さ
て
、
右
に
お
い
て
「
秘
決
章
」
に
お
け
る
個
々
の
間
答
を
若
干
摘
出
し
、
こ
れ
に
文
雄
の
弁
を
加
え
て
そ
の
概
要
を
窺
っ
た
の
で
あ

る
が
、
「
秘
決
章
」
を
論
じ
た
最
後
の
と
こ
ろ
で
文
雄
は
自
間
自
答
し
て
、
　
「
結
局
法
然
の
い
わ
ん
と
す
る
圓
頓
戒
と
は
い
か
な
る
も
の

か
」
と
い
う
閲
い
を
発
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
の
要
は
『
七
箇
條
起
請
文
』
の
う
ち
庁
」
あ
り
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
七
箇
条
制

誠
の
第
四
に
「
可
下
停
申
止
於
二
念
佛
門
｛
號
レ
無
二
戒
行
｛
専
弾
一
婬
酒
食
肉
一
適
守
二
律
儀
一
考
、
名
一
雑
行
人
一
愚
二
彌
陀
本
願
一
者
、
誘
占

勿
レ
恐
二
造
悪
一
事
、
右
戒
佛
法
大
地
也
、
衆
行
難
レ
厘
同
專
レ
之
、
是
以
善
導
和
筒
畢
レ
目
不
レ
見
二
女
人
一
此
行
之
趣
、
遇
二
本
律
制
一
浄
業
之
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類
不
レ
順
レ
之
者
、
惣
失
二
如
來
之
遺
教
一
別
背
二
祀
師
之
蕾
跡
一
」
〔
『
全
集
」
七
八
八
頁
〕
と
あ
る
の
を
引
証
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
に
た
い

し
て
、
「
下
根
衆
生
、
筒
爲
レ
難
レ
持
、
祀
訓
有
二
具
略
一
乎
」
と
の
自
間
を
発
し
、
源
智
の
『
浄
土
騒
聞
記
』
に
よ
つ
て
こ
れ
に
答
え
、
僧

尼
に
大
小
の
戒
律
あ
る
も
末
法
の
人
根
に
は
堪
え
が
た
い
、
ゆ
え
に
念
仏
相
統
し
念
仏
を
行
業
の
正
と
す
べ
し
、
と
し
て
い
る
。

　
『
眞
偏
辮
』
三
部
の
最
終
部
門
た
る
「
後
に
之
を
信
ず
る
人
に
就
い
て
辮
ず
」
で
は
、
『
眞
僑
辮
」
を
法
然
書
と
す
る
了
誉
上
人
聖
間

の
『
顯
浮
土
俸
戒
論
』
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
此
戒
流
俸
、
高
租
上
人
、
已
受
二
嫡
三
自
製
二
金
剛
賓
戒
章
二
巻
、
井
浄

土
布
薩
戒
一
巻
、
淺
略
戒
一
巻
一
乃
成
二
天
下
戒
師
一
」
と
あ
る
が
、
『
金
剛
賓
戒
章
』
二
巻
と
し
て
い
る
こ
と
が
間
題
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
聖
周
は
、
元
禄
十
年
に
学
士
全
長
が
刊
行
し
た
『
金
剛
賓
戒
章
」
の
凡
例
に
、
「
訓
授
澤
義
爾
巻
、
租
師
述
レ
之
秘
決
一
巻
、
門
人
集
記

也
」
と
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
『
金
剛
賓
戒
章
」
二
巻
と
い
っ
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、
文
雄
は
、
秘
決
章
が
「
門
人
集
記
也
」

で
あ
る
の
な
ら
ぼ
、
内
実
に
お
い
て
相
異
な
る
こ
と
な
き
他
の
二
章
も
当
然
偽
と
推
論
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
反
駁
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
推
論
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
聖
問
ほ
ど
の
人
が
誤
っ
て
す
べ
て
真
作
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
聖
問
は
異
本
を
見
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
さ
え
生
じ
て
く
る
。
　
「
私
按
問
師
所
覧
、
疑
有
二
異
本
一
敷
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
勢
州
の
慈
脱
も
ま
た
享
保

の
こ
ろ
『
通
關
記
」
を
著
わ
し
、
そ
の
中
で
こ
の
書
を
真
作
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
こ
の
書
を
真
作
と
し
た
た
め
、
鎮
西
上
人

が
法
然
上
人
に
間
い
た
だ
し
た
二
事
の
疑
間
を
非
と
し
、
望
西
が
『
金
剛
賓
戒
』
を
偽
書
と
し
た
の
を
非
と
し
、
さ
ら
に
は
『
勅
修
御

俸
」
を
も
疑
う
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
吉
水
之
流
蕎
、
銀
西
之
兎
孫
」
を
称
す
る
者
の
な
し
あ
た
う
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
「
不
＝
亦
笹
促
一
乎
」
と
文
雄
は
批
評
し
さ
っ
て
い
る
。

　
文
雄
は
か
く
の
ご
と
く
『
眞
偏
辮
」
を
述
べ
き
た
つ
て
、
最
後
に
、
ト
」
れ
ま
で
た
び
た
び
論
じ
き
た
っ
た
事
観
と
理
観
、
念
仏
往
生
と

円
頓
戒
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
法
然
は
「
捨
レ
解
取
レ
行
、
捨
レ
難
取
レ
易
」
の
で
あ
り
、
「
我
門
之
事
観
」
さ
え
こ
れ
を
捨
て
て
い
る
、
ま

し
て
「
聖
道
理
観
」
を
採
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
、
「
眞
言
彌
陀
」
を
捨
て
て
い
る
、
ま
し
て
「
自
性
彌
陀
」
を
用
い
る
こ
と
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は
な
い
、
か
く
L
て
た
だ
「
専
念
往
生
之
門
」
を
開
い
た
、
円
頓
戒
を
こ
れ
に
さ
し
は
さ
む
の
は
「
但
崇
二
事
戒
↓
傭
二
佛
門
之
通
軌
一
而

已
」
な
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
．
そ
れ
ゆ
え
、
『
古
本
戒
儀
』
に
お
い
て
は
事
相
の
み
を
説
き
、
理
性
は
説
か
ず
、
ま
し
て
金
剛
賓
戒

は
説
い
て
い
な
い
。
鎮
西
上
人
が
法
然
に
疑
間
の
事
を
わ
ざ
わ
ざ
間
い
た
だ
し
た
の
も
、
円
頓
戒
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
ん
だ
か
ら
で
は
な

く
、
「
但
巽
二
金
剛
賓
戒
説
二
理
性
一
」
だ
げ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
望
西
に
い
た
っ
て
は
『
金
剛
賓
戒
章
』
を
も
っ
て
偽
書
と
さ
え
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
た
『
金
剛
賓
戒
章
』
を
真
作
と
す
れ
ば
、
た
だ
に
浄
土
宗
の
教
義
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
天
台
宗
の
教
義
に
さ
え
違
背

す
る
こ
と
に
た
る
。
す
な
わ
ち
、
「
此
章
唯
論
二
理
戒
一
段
二
事
戒
↓
不
二
菅
損
＝
浄
教
一
亦
違
二
天
台
一
」
で
あ
り
、
「
彼
崇
二
性
戒
一
慶
二
事
戒
↓

何
知
二
一
乗
圓
賓
戒
事
理
倶
存
こ
で
あ
る
。

141

　
以
上
で
無
相
文
雄
の
『
金
剛
賓
戒
章
眞
僑
辮
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
そ
れ
ら
を
回
顧
し
な
が
ら
総

括
と
し
て
若
干
の
間
題
点
を
指
橘
し
て
お
き
た
い
。

　
H
ま
ず
文
雄
が
｝
」
の
『
眞
偏
辮
」
に
お
い
て
『
金
剛
賓
戒
章
』
の
真
偽
を
弁
ず
る
仕
方
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
委
曲

を
尽
く
し
た
仕
方
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
事
戒
と
理
戒
た
ど
、
な
か
に
は
い
く
つ
か
の
重
複
し
た
論
議
も
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
か
え
っ
て
論
述
を
冗
漫
に
し
、
説
得
力
を
弱
め
て
い
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
論
破
の
仕
方
に
は
語
句
の
穿
襲
を
こ
と
と
す

る
場
合
が
多
く
、
言
語
学
者
と
し
て
の
文
雄
が
宗
学
考
と
し
て
の
文
雄
を
凌
駕
し
て
い
る
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
θ
「
章
■
一
の
有
無
の
間
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
間
答
形
式
で
示
し
た
よ
う
に
、
文
雄
は
「
雄
レ
不
レ
間
レ
章
以
レ
章
答
、

不
二
相
違
一
也
」
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
一
、
二
補
足
す
る
と
、
ま
ず
望
月
信
亨
博
±
は
こ
の
点
に
つ
い
て

次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
此
書
の
眞
偏
古
來
其
説
紛
々
た
り
。
了
恵
は
銀
西
に
與
ふ
る
の
書
を
引
て
、
上
人
既
に
自
ら

此
の
書
を
偏
妄
を
指
示
せ
ら
れ
た
り
と
い
へ
る
も
、
九
巻
偉
、
拉
に
勅
修
御
俸
に
載
す
る
上
人
自
筆
の
誓
文
と
構
す
る
も
の
に
は
、
唯
此
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の
如
き
の
事
を
申
さ
ず
と
あ
り
て
、
購
答
共
に
此
の
書
の
事
を
記
せ
ず
。
是
れ
柳
か
不
審
な
り
と
い
へ
ど
も
、
而
か
も
上
人
已
に
金
剛
賓

戒
の
説
を
作
さ
ず
と
明
一
一
冒
せ
ら
れ
た
る
上
は
、
其
の
書
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
上
人
の
親
撰
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

⑤血が
、
こ
の
推
断
の
要
は
文
雄
が
一
員
偏
辮
』
に
お
い
て
試
み
て
い
る
推
断
と
同
一
で
あ
る
。
望
月
博
士
が
「
文
雄
の
論
は
今
之
を
見
ず
」

と
い
い
な
が
ら
、
右
の
ご
と
く
同
一
の
推
断
を
な
し
え
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
博
士
の
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
井
川
定
慶

氏
に
よ
る
と
、
南
北
朝
頃
ま
で
潮
る
こ
と
の
で
き
る
古
写
本
『
金
剛
賓
戒
章
』
三
巻
が
竜
谷
大
学
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が

『
漢
語
燈
録
」
の
中
で
否
定
す
る
金
剛
賓
戒
密
俸
の
書
で
、
鎮
西
の
弁
長
が
法
然
に
間
い
合
わ
せ
た
か
の
「
二
箇
條
疑
問
事
」
の
随
一
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

な
か
ろ
う
か
と
の
説
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
井
川
氏
も
ま
た
こ
の
説
に
た
い
し
て
、
「
再
考
す
る
と
其
れ
は
金
剛
賓
戒
密
偉

で
あ
り
、
此
れ
は
金
剛
賓
戒
章
で
あ
る
か
ら
果
し
て
彼
此
同
一
た
る
や
否
や
俄
か
に
騎
定
し
が
た
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
章
」

の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
種
々
の
間
題
が
生
じ
き
た
る
の
で
あ
る
が
、
法
然
が
金
剛
賓
戒
口
俸
（
密
俸
）
を
否
定
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

か
ら
問
題
は
な
く
、
残
る
と
こ
ろ
は
『
金
剛
賓
戒
章
」
な
る
一
書
の
形
態
を
な
し
た
も
の
が
い
つ
成
立
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
歴
史
的
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
即
断
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
な
お
、
前
述
の
ご
と
き
「
難
レ
不
レ
間
レ
章
以
レ
章

答
、
不
二
相
違
一
也
」
と
い
う
文
雄
の
自
間
自
答
は
、
論
鋒
か
な
ら
ず
し
も
鋭
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
目
次
に
、
　
『
九
巻
俸
』
と
相
違
し
て
『
眞
偽
辮
』
に
お
い
て
ニ
ノ
戒
品
」
が
「
ニ
ノ
戒
品
」
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
眞
僑
辮
』
の
立
論
は
こ
の
「
ニ
ノ
戒
品
」
に
も
っ
ぱ
ら
依
存
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
ご
と
く
、
　
「
ニ

ノ
戒
晶
」
第
一
の
圓
頓
戒
を
認
め
る
一
方
、
第
二
の
金
剛
賓
戒
を
し
り
ぞ
け
る
の
で
あ
る
が
、
文
雄
の
ご
と
く
こ
れ
を
「
ニ
ノ
戒
品
一
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
．
九
巻
俸
』
の
一
文
の
脈
絡
が
つ
く
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
一
ノ
戒
品
」
と
す
れ

ば
、
『
九
巻
俸
」
よ
り
引
用
の
箇
所
は
、
一
或
浄
土
宗
學
老
云
、
付
二
浄
土
宗
一
有
二
二
戒
品
↓
所
謂
金
剛
費
戒
是
也
。
於
二
諸
宗
戒
品
一
是
異

也
。
各
々
口
偉
所
レ
俸
レ
之
也
。
是
吉
水
上
人
御
房
之
俸
也
L
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
有
二
二
戒
品
イ
所
謂
金
剛
賓
戒
是
也
」
が
い
か
に
し
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て
も
辻
棲
が
合
わ
ず
、
「
是
吉
水
上
人
御
房
之
俸
也
」
の
結
び
も
効
か
な
い
・
」
と
に
た
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
ニ
ノ
戒
品
」
を
一

つ
の
有
力
な
支
柱
と
す
る
『
眞
偽
辮
』
の
立
論
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
立
論
構
成
の
う
え
で
か
な
り
の
変
改
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
の
通
軌
と
し
て
の
円
頓
戒
を
認
め
、
密
偉
の
金
剛
賓
戒
を
否
定
す
る
と
い
う
根
本
を
ゆ
す
ぶ
る

も
の
で
た
い
こ
と
を
酎
言
し
て
お
き
た
い
。

　
㈲
『
金
剛
賓
戒
章
』
の
偽
書
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
『
眞
僑
辮
』
の
随
所
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
一
、
二
の
点
を
取
り
上

げ
て
補
説
し
て
お
く
。
　
「
訓
授
章
」
冒
頭
に
「
君
黒
谷
沙
門
源
室
草
」
と
あ
る
一
」
と
が
『
金
剛
賓
戒
章
』
の
法
然
述
で
な
い
こ
と
を
曝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餉

露
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
「
秘
決
章
」
で
法
然
を
老
蓮
と
し
て
お
り
、
「
訓
授
章
」
で
は
戒
を
湛
空
上
人
に
授
く
と

あ
る
か
ら
、
法
然
の
晩
年
で
あ
り
、
「
黒
谷
」
在
住
時
代
で
な
い
と
の
推
断
に
た
い
し
て
、
ま
ず
少
し
く
補
足
し
た
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、

「
秘
決
章
」
の
中
、
「
後
目
隆
寛
出
二
横
河
洞
一
参
一
源
室
之
蕎
刈
先
問
二
念
佛
義
一
」
の
と
こ
ろ
に
、
「
源
室
答
日
。
付
二
念
佛
一
柳
有
二
私
抄

物
イ
號
二
磐
謂
掲
一
敢
莫
甘
令
二
他
見
イ
先
備
二
自
見
一
用
捨
可
レ
任
レ
心
也
」
（
傍
線
筆
者
）
と
あ
り
、
つ
づ
い
て
、
「
叉
問
日
。
西
方
教
門
者
往

生
之
訓
印
、
行
老
之
明
鏡
也
。
諾
佛
爲
び
之
鋲
舌
相
刈
吾
等
聞
レ
之
銘
レ
肝
。
今
見
一
嚢
揮
集
大
意
↓
塘
二
往
生
之
素
意
一
鰯
二
念
佛
之
眼
目
一
」

（
傍
線
筆
著
）
と
あ
り
、
こ
の
書
の
成
立
当
時
に
は
す
で
に
選
択
集
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

法
然
が
隆
寛
に
選
択
集
を
授
け
た
の
は
、
建
仁
三
年
あ
る
い
は
元
久
元
年
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
『
九
巻
偉
』
『
十
魯
偉
』
に
ょ
る
）
、
法
然
が

七
十
二
歳
の
と
き
に
あ
た
る
。
第
二
に
、
円
頓
戒
の
相
承
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
「
源
室
授
二
湛
空
上
人
こ
と
あ
る
こ
と
が
疑
い
を
起
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
井
川
定
慶
氏
に
よ
る
と
、
竜
谷
大
学
蔵
の
古
写
本
に
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
箇
所
が
脱
落
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
　
『
眞
偏
辮
』
中
の
一
つ
の
愚
拠
が
疑
間
に
付
せ
ら
れ
る
こ
と
に
た
る
。
荘
空
は
法
然
よ
り
直
接
に
、
あ
る
い
は

信
空
を
介
し
て
問
接
に
、
円
頓
戒
を
相
承
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
井
川
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
こ
の
湛
空
が
「
秘
決
章
」
に
お
い

て
法
然
の
門
弟
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
ら
ず
、
信
空
の
名
を
載
せ
る
の
み
で
あ
り
、
し
か
し
ま
た
相
承
の
箇
所
で
は
叡
空
．
源
空
．
湛
空
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と
な
つ
て
い
て
信
空
の
名
が
見
え
な
い
、
と
い
う
不
統
一
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
不
統
一
は
、
　
「
或
は
下
巻
の
秘
決
章
が
上
巻
中

巻
と
は
別
個
に
流
行
し
て
い
た
も
の
か
、
ま
た
別
の
考
え
で
は
上
巻
の
訓
授
章
が
或
る
時
期
に
湛
空
の
嵯
峨
門
流
の
手
に
育
成
さ
れ
、
同

じ
法
然
門
下
の
大
乗
圓
頓
菩
薩
戒
相
承
に
封
抗
し
て
特
異
の
金
剛
賓
戒
椙
承
を
誇
る
た
め
の
作
爲
で
湛
室
を
上
人
直
授
の
相
承
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

挿
入
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
推
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
　
「
秘
決
章
」
そ
の
も
の
が

偽
書
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
「
訓
授
章
」
や
「
澤
義
章
」
と
は
別
個
に
、
し
か
も
そ
れ
ら
よ
り
遅
れ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
以
上
、
　
「
秘
決
章
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
糧
拠
は
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
心
に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
在
い
。
冒
頭
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
徹
定
補
の
『
蓮
門
類
聚
経
籍
録
」
下
巻
に
、
「
金
剛
賓
戒
章
二
巻
、
吉
水
大
師
、
叉
有
二
偏
造
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴

巻
一
」
と
あ
り
、
文
雄
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
元
禄
十
年
刊
行
本
で
学
士
全
長
も
「
訓
授
澤
義
雨
巻
、
租
師
述
レ
之
秘
決
一
巻
、
門
人
集
記

也
」
と
い
い
、
お
そ
ら
く
こ
の
意
味
で
聖
周
も
「
金
剛
賓
戒
章
二
巻
」
と
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
「
秘
決
章
」
は
偽
造
な
い
し
門

人
集
記
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
断
定
で
き
る
。
因
み
に
、
望
月
博
士
は
こ
れ
に
関
連
し
て
、
　
「
蓋
し
秘
決
章
は
上
人
と
門
人
と
の
間
答
を
記

せ
る
も
の
に
し
て
、
上
人
の
自
撰
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
文
に
在
り
て
明
か
な
る
の
み
な
ら
ず
、
文
中
の
義
旨
亦
頗
る
聖
道
の
論
に
富
む
が
故

に
、
乃
ち
僑
作
の
説
を
生
じ
た
る
も
の
た
ら
ん
。
然
れ
ど
も
之
を
他
の
二
巻
に
比
す
る
に
用
語
義
理
互
に
異
な
ら
ず
、
恐
く
は
通
じ
て
一

人
の
手
に
出
で
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
若
し
然
ら
ぼ
其
の
一
眞
に
あ
ら
ず
ん
ぼ
、
印
ち
他
の
二
亦
偏
妄
た
る
を
冤
れ
ず
」
　
と
断
じ
て
い

㈲る
。
こ
れ
ま
た
、
「
文
雄
の
論
は
今
之
を
見
ず
」
と
い
う
望
月
博
士
の
推
断
が
『
員
偽
辮
」
の
立
論
と
一
致
し
た
例
で
あ
る
。

　
㈲
偽
作
者
の
推
定
も
ま
た
『
眞
偏
辮
』
の
随
所
に
出
て
い
る
。
井
川
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
義
山
の
『
翼
讃
」
や
了
解
の
『
辮
御
泊

息
集
』
は
法
本
房
行
空
に
疑
い
を
か
げ
て
お
り
、
ま
た
念
戒
一
致
と
証
空
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
西
山
義
の
影
響
を
う
げ
て
い
る
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

考
え
ら
れ
る
が
、
「
今
直
ち
｝
」
そ
の
何
れ
と
も
即
断
し
難
い
L
と
し
て
い
る
。
望
月
博
土
は
む
し
ろ
行
空
説
に
賛
同
し
、
「
此
の
読
信
を
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
に
足
る
べ
し
■
一
と
し
て
い
る
。
　
『
眞
偏
辮
』
で
は
、
㈲
に
述
べ
た
ご
と
き
偽
書
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
同
時
に
偽
作
者
の
推
定
を
根
拠
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づ
け
て
お
り
、
　
「
天
台
黒
谷
沙
門
」
の
こ
と
や
、
全
般
を
通
じ
て
、
た
と
え
ば
事
戒
・
理
戒
の
論
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
き
わ
め
て
聖
道

門
的
な
論
が
多
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
偽
作
者
は
台
宗
之
徒
で
あ
ろ
う
と
し
、
さ
ら
に
事
理
相
即
の
天
台
円
頓
戒
の
義
も
わ
き
ま
え
ぬ
こ
と

か
ら
、
台
宗
昧
識
者
と
推
定
す
る
と
と
も
に
、
　
「
湛
室
上
人
」
そ
の
他
よ
り
、
偽
作
考
は
湛
空
門
下
で
あ
る
と
も
推
断
し
、
両
老
を
併
せ

て
「
台
徒
依
二
附
湛
室
一
之
人
所
レ
爲
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
か
の
決
定
は
や
は
り
即
断
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
少
な
く
と
も
『
金
剛
賓
戒
章
」
成
立
の
間
題
と
相
関
的
に
考
究
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
㈱
『
金
剛
賓
戒
章
』
の
現
本
は
す
で
に
冒
頭
近
く
に
挙
げ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
前
述
の
ご
と
き
竜
谷
大
学
蔵
の
古
写
本
が
あ

り
、
そ
こ
で
触
れ
た
よ
う
な
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
文
雄
自
身
が
「
異
本
」
を
口
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

聖
問
当
時
に
そ
の
よ
う
た
異
本
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
竜
谷
大
学
蔵
の
古
写
本
の
原
本
は
法
然
当
時
に
ま
で
潮
及
で
き
る
と
の

一
説
の
あ
る
こ
と
な
ど
、
い
ま
だ
解
明
し
え
な
い
間
題
を
残
し
て
い
る
。

　
以
上
こ
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
未
見
と
さ
・
れ
て
い
た
無
椙
文
雄
の
『
金
剛
賓
戎
章
眞
僑
辮
』
に
つ
い
て
、
小
島
章
見
氏
発
見
の
書
写
本
に

よ
つ
て
そ
の
大
要
を
紹
介
し
、
若
干
の
間
題
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
『
金
剛
賓
戒
章
』
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
断
定

し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
細
部
の
間
題
に
立
ち
入
る
と
き
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
点
・
論
点
が
輩
出
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
即
断
に
ゆ
だ

ね
が
た
く
、
そ
れ
ら
の
解
明
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
、
一
一
、
三
〇
）

145

註
ω

　
2
）

　
3

　
（

石
井
教
道
編
『
綱
㈱
法
然
上
人
全
集
』
（
昭
和
三
十
年
）
序
、

同
書
、
三
頁
以
下
。

同
書
、
十
二
頁
。

一
－
二
頁
。
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④
　
余
文
雄
）
V
の
読
み
方
は
種
々
あ
る
。
望
月
仏
教
大
辞
奥
で
は
＾
＾
ぶ
ん
ゆ
う
》
と
あ
り
、
た
お
＾
＾
も
ん
お
う
》
と
も
な
っ
て
い
る
。
仏
家
人
名
辞
書

　
で
は
尖
も
ん
お
う
一
v
一
＾
も
ん
の
う
呂
と
な
っ
て
い
る
。
丈
雄
は
L
ぱ
し
ぱ
丈
翁
と
も
称
せ
ら
れ
る
か
ら
、
《
も
ん
お
う
彰
失
も
ん
の
う
）
v
は
そ
の
読

　
み
か
も
し
れ
な
い
。
姑
く
は
夫
ぶ
ん
ゆ
う
一
一
と
読
ん
で
お
く
。

⑤
　
大
島
泰
信
「
浮
土
宗
吏
」
（
澤
土
宗
全
書
二
十
、
寺
誌
宗
史
、
大
正
三
年
）
一
七
八
頁
。

⑥
　
新
村
出
選
集
第
三
巻
（
典
籍
篇
・
史
伝
篇
）
；
一
七
頁
、
「
文
雄
上
人
の
功
業
（
上
）
、
音
韻
学
老
と
し
て
の
文
雄
上
人
」
。
－
－
こ
の
論
文
は
、

　
も
と
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
の
『
宗
致
界
』
第
二
巻
十
二
号
に
載
っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈹
　
同
書
一
六
二
頁
、
「
文
雄
上
人
の
功
業
（
下
）
、
文
雄
上
人
の
俸
統
及
び
其
著
書
」
－
こ
の
論
文
は
、
も
と
、
明
治
四
十
四
年
四
月
『
宗
致
界
』

　
第
三
巻
四
号
に
載
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑧
　
新
村
博
士
も
「
今
や
一
雨
晃
上
人
の
遺
志
に
基
き
て
文
雄
上
人
を
顯
彰
せ
ん
と
す
る
所
の
追
頑
の
美
撃
方
に
切
追
」
L
と
述
べ
て
い
る
　
（
前
掲
書

　
「
附
言
」
一
六
三
頁
）
。

⑨
　
望
月
信
亨
『
浮
土
致
之
研
究
』
七
〇
七
、
七
〇
八
頁
。

⑩
　
小
島
氏
の
主
な
業
績
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
昭
和
十
七
隼
五
月
「
卒
城
薬
師
寺
金
堂
本
奪
薬
師
須
彌
座
の
研
究
（
上
）
」
　
大
正
大
掌
々
報
三
十
三
韓
O

同同同同同同同
十
七
年
十
月
「
耳
城
薬
師
寺
金
堂
本
奪
薬
師
須
彌
座
の
研
究
（
下
）
」
　
大
正
大
学
々
報
三
十
四
輯
。

二
十
一
年
二
月
「
薬
師
寺
に
つ
い
て
」
浄
土
宗
教
挙
院
研
究
会
に
て
発
表
。

二
十
二
年
十
一
月
「
古
纏
堂
徹
定
の
考
護
學
的
著
書
」
『
佛
致
論
叢
』
第
一
号
〇

二
十
三
隼
四
月
「
薬
師
寺
金
堂
本
奪
台
座
に
つ
き
て
」
　
一
、
目
本
美
循
・
工
嚢
』
特
輯
「
薬
師
如
來
」
。

二
十
三
年
十
一
月
「
蓮
門
教
學
饒
韻
考
」
　
『
佛
致
論
叢
』
第
二
号
。

二
十
五
年
十
一
月
「
羅
漢
講
式
に
つ
い
て
」
淳
土
宗
教
挙
院
研
究
全
に
て
発
表
。

二
十
七
年
八
月
「
縁
山
鯉
藏
と
藏
司
に
つ
い
て
」
　
同
　
研
究
会
に
て
発
表
。
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同
　
二
十
九
年
三
月
「
浬
繋
圏
像
に
つ
い
て
」
　
同
　
研
究
会
に
て
発
表
。

⑰
　
小
島
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
書
写
本
は
江
戸
時
代
末
期
か
明
治
時
代
初
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
書
写
者
は
興
確
で
な
い
¢

胸
　
の
ち
に
述
べ
る
ご
と
く
、
来
迎
寺
蔵
は
明
治
年
間
の
こ
と
で
あ
り
、
現
存
で
あ
る
か
否
か
は
詳
か
で
な
い
。

⑬
　
小
島
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
　
「
こ
れ
ら
の
著
作
晶
は
全
て
錘
董
が
邊
然
嚢
見
し
た
も
の
に
非
ら
ず
、
多
年
に
亘
り
捜
索
菟
集
せ
し
こ
と
を
諒

　
と
せ
ら
れ
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
古
経
堂
徹
定
の
考
護
學
的
薯
書
」
　
『
佛
致
論
叢
』
第
二
号
、
六
五
頁
）
。

⑭
　
井
川
定
慶
氏
に
よ
る
と
、
南
北
朝
頃
ま
で
湖
る
こ
と
の
で
き
る
古
写
本
『
金
剛
賓
戎
章
』
三
巻
が
竜
谷
大
学
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ

　
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
下
巻
第
二
十
問
以
下
は
欠
昆
と
な
っ
て
い
る
（
井
川
定
慶
「
浄
土
布
薩
式
の
検
討
」
『
佛
致
大
學
研
究
紀
要
』
第
三
十
八
号
、

　
法
然
上
人
研
究
特
韓
号
1
、
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
）
。

⑭
　
望
月
信
亨
『
濠
土
致
之
研
究
』
七
〇
七
頁
参
照
。

陶
　
本
論
文
二
一
二
頁
参
照
。

⑯
　
望
月
信
亨
『
澤
土
致
の
研
究
』
七
〇
八
、
七
〇
九
頁
。

⑰
　
井
川
定
慶
、
苗
出
「
濠
土
布
薩
式
の
繊
討
」
（
『
佛
致
大
學
研
究
紀
要
』
第
三
十
八
号
）
、
二
十
五
頁
。

㈱
　
筆
者
は
先
般
（
昭
和
三
十
五
年
十
一
月
二
十
三
目
）
京
都
仏
教
大
掌
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
六
回
浄
土
教
学
大
会
で
、
　
「
文
雄
の
『
金
剛
費
戎

　
章
眞
傷
辮
』
に
つ
い
て
」
と
題
L
て
、
本
論
孜
の
一
端
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
大
正
犬
学
の
脹
部
英
淳
教
授
よ
り
、
こ
の
点
に
つ

　
い
て
質
問
を
う
け
、
　
『
金
剛
賓
戒
章
』
は
あ
る
い
は
了
誉
聖
問
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

⑲
　
本
論
孜
二
＝
○
頁
参
照
。

㈱
　
本
論
政
二
二
二
頁
参
照
。
　
た
お
、
前
記
竜
谷
大
挙
図
書
館
蔵
の
古
写
本
も
『
勾
創
碧
金
剛
費
戒
章
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
L
か
し
ま
た
、
法

　
然
真
作
と
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
申
に
も
こ
の
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
だ
げ
で
決
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。

㈱
　
本
論
孜
二
三
二
頁
参
照
。

⑳
　
井
川
定
慶
、
前
掲
論
文
二
十
五
、
二
十
六
頁
。
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8
　
　
鶴

4
1
　
　
⑳

　
　
　
働

　
　
　
⑳

本
論
政
一
四
〇
頁
参
照
。

望
月
信
亨
『
濠
土
致
之
研
究
』
七
〇
八
頁
。

井
川
定
慶
、
前
掲
論
文
二
十
五
貢
。

望
月
信
亨
、
前
掲
書
七
〇
九
頁
。

81n

〔
あ
と
が
　
き
〕

　
小
論
の
成
る
に
あ
っ
て
は
、
大
橋
俊
雄
氏
、
小
島
章
見
氏
、
戸
松
啓
真
氏
の
学
恩
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

　
か
れ
る
機
縁
と
な
っ
た
「
法
然
上
人
語
録
研
究
会
」
に
た
い
し
て
も
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
か
か
る
研
究
領
域
へ
導


